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人権って、なに？
　あなたは人権と聞いて、どのようなことを思いうかべますか？
　人権と聞くと、何かむずかしく考えてしまいませんか？

　人権とは、誰もが生まれながらにして持っている、人間として幸せに
生きていくための権利です。

　そして、わたしたち一人ひとりにとってかけがえのない大切なものであ
り、人が生きていくうえで無縁でいられないものでもあります。
　わたしたちは、「自分の個性や能力を生かして働きたい」「健康で文化
的な生活がしたい」など、幸せに暮らせるようさまざまな願いを持って
います。そして、この願いがかなうよう日々努力しています。
　しかし、わたしたちのまわりには、女性、子ども、高齢者、障がい者、同和
問題、外国人、多様な性などにかかわる問題やインターネットによる人
権侵害など、さまざまな人権問題があります。
　わたしたちは、誰もが平等で幸せに生活できるように、お互いを尊重 
し、力をあわせて思いやりのこころを大切にする社会を築くことで、はじ 
めて一人ひとりが豊かに生きることができるのです。

　この冊子では、人権をさまざまな角度から見つめ、個別の人権問題を
わかりやすく解説しています。
　人権についての行政の取組などの情報に触れていただくことで、人権
を自分自身にかかわる身近な問題として、気づき、考え、行動していた
だきたいと思います。

2



目次
人権について（気づき、考え、行動する）
生命の尊さを知る������������� 4
ともに生きる��������������� 5
自尊感情を育てる������������� 6
ステレオタイプに気づく���������� 7
気持ちを伝える言い方����������� 8

人権への取組
国際的な人権保障の枠組み��������� 9
持続可能な開発目標（S

えす・でぃ・じー・ず

DGs）� ������ 10

日本国内での取組������������ 11

人権に関する主な法律の整備状況����� 12

大阪府の取組�������������� 13

差別のない社会づくりのための
ガイドライン�������������� 14

参加・体験型学習（ワークショップ）
実施のための人権教育教材の紹介����� 15

人権啓発詩・読書感想文
入選作品紹介�������������� 15

身近な人権のこと
女性の人権のこと��������� 16～ 17

子どもの人権のこと�������� 18～ 19

高齢者の人権のこと�������� 20～ 21

障がい者の人権のこと������� 22～ 23

同和問題のこと������������� 24

外国人の人権のこと����������� 25

HIV 陽性者の人権のこと� �������� 26

ハンセン病回復者やその家族の人権のこと�� 27

こころの病に関すること��������� 28

犯罪被害者や家族の人権のこと������ 29

個人情報保護のこと����������� 30

インターネットによる人権侵害のこと��� 31

北朝鮮による拉致問題のこと������� 32

性的マイノリティの人権のこと������ 33

職業や雇用をめぐる
人権問題のこと���������� 34～ 35

ホームレスの人権のこと��������� 36

さまざまな人権問題����������� 37

人権カレンダー������������� 37

人権に関する相談
一人で悩まないで������������ 38

人権相談窓口�������������� 39

表紙及び本文イラスト作成：大阪府立港南造形高等学校　片
かた

岡
おか

 芙
ふ

優
ゆ

3



人権について（気づき、考え、行動する）

生命の尊さを知る
平和、生命、そして人権
　第二次世界大戦では多くの人が生命や住むところを奪われ、街が破壊されまし 
た。そのため、二度と戦争が起こることのないよう、世界の平和を維持し、国家の枠 
を超えて自由と人権を保障することを基本理念として国際連合がつくられました。
　しかし、戦争や紛争は、今もなお世界のどこかで繰り返され、多くの人の生命が奪 
われ続けています。戦争は最大の人権侵害であり、そのような状態が「平和」でない 
ことは明らかです。
　今日では、「平和」とは単に「戦争のない状態」を意味するのではなく、より積極的 
な概念ととらえ、社会全体の中で「人がそれぞれ信じる幸福の形を追求（＝自己実
現）するための環境が整えられている状態」であると考えられています。
　わたしたちは、「平和のないところでは人権は守られない」「人権のないところに
は平和は存在しない」という歴史の教訓を、未来の生命のためにしっかりと受け継
ぎ、積極的に主張していかなければなりません（※）。

生命の尊さがすべての根本
　人は一人で生きているわけではありません。集まりの中で支え合い、他の人とと
もに地球という一つの場所に生きています。そして、その根本に生命があります。
それぞれの生命はただ一度だけの、繰り返すことのできない大切なものです。
　人だけでなく、動物や植物も生きています。地球上の生き物はすべて、もともと
同じ一つの生命から誕生しました。はるかな昔からの生命の流れに思いをめぐら 
し、生命の尊さを自覚することが大切です。
　21世紀を真に豊かな「人権の世紀・平和の世紀」とするためには、人権を「生命」
という点からとらえ、生命の尊さはすべての生きている仲間に共通して不可欠な 
ものであることを認識することが必要です。

※大阪府では、戦争の記憶を若い世代に語り
継いでいかなければならないという認識のも
と、「大阪空襲を語り継ぐ、平和ミュージアム」
であるピースおおさか（大阪国際平和センタ
ー 裏表紙を参照）を中心に、戦争の悲惨さ・
平和の尊さを未来に語り継ぐ努力を重ねてい
るところです。
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人権について（気づき、考え、行動する）

ともに生きる社会とは
　わたしたちが人間らしく生きながら、それぞれの幸せを築いていく権利。それ 
が「人権」です。わたしたちすべては、人間として等しく同じ人権を有しており、一 
人ひとりが「かけがえのない存在」なのです。
　自分の権利のみならず、他の人の権利と尊厳についても深く理解する。そし 
て、自分の権利を行使するときに伴う責任を自覚し、人権を相互に尊重し合う。そ 
れが「ともに生きる社会」です。

人には違いがある
　人にはそれぞれ、違い＝「個性」があります。
　人それぞれの「個性」がいかされて社会ができています。必要とされていない 
人などいませんし、誰かが優れていたり劣っていたりするわけでもありません。
　わたしたちは、そうした多様な「個性」を持った人たちの中で暮らしているにもか
かわらず、時として他の人と出会ったときに、違いにとまどったり、違いを恐れた
り、違いから逃げたりしてしまうことがあります。しかし、違いと向き合うことを 
避け続けていると、永遠に違いを楽しむことを知る機会を逃してしまいます。他の
人との新たな出会いは多様な「個性」を見つけ出し、自らの人間性を深めるチャンス
であると考える、発想の転換が必要です。

ともに生きる
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人権について（気づき、考え、行動する）

自分という唯一の存在
　わたしたちは、生まれながらにしてそれぞれ独自の個性を持っています。自分 
という個性は、唯一の存在です。
　人は、しばしば自分は優れている・劣っていると、まわりの人と比較してしまいま 
す。しかし、まず自分と向かい合い、自分という存在自体にかけがえのない価値が 
あると自覚することが何よりも大切なのです。

「自尊感情」（セルフエスティ－ム）とは
　「自分はかけがえのない大事な存在だ」と思える気持ちのことを「自尊感情」 

（セルフエスティーム）といいます。
　自分という存在を否定するのではなく、欠点や短所も含めてありのままの自分 
を肯定的に認め、自分を好きになり、身近な人間関係の中で自分を価値あるもの 
として思えるようになることです。
　自尊感情は人が生きていく上で最も大切な感情の一つです。こうした感情がな 
ければ、人は社会の中で自分が存在していることの意義を見出すことができず、 
当然、身近な人との人間関係を築こうという気持ちにもなれません。

自尊感情は人権意識の基本
　自分を価値あるものとして受け入れていれば、他の人の存在もきちんと受け止 
めることができ、逆に自分が大切にされた経験がなければ、他の人のことを大切 
に思うことがむずかしくなりやすいと言われています。
　そのため、自尊感情はすべての人の人権を尊重する意識の基本であるといえます。

子どものころからの自尊感情
　「まだ子どもだから」とか「子どものくせに」
などと言われ続けると、その子どもは自分に否 
定的になり、他の人のことも信じなくなりがち
です。
　子どものころから自尊感情を育てていくた 
めには、大人が子どもを一人の人として大切 
に見守っていくことが必要です。

自尊感情を育てる
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人権について（気づき、考え、行動する）

ステレオタイプとは
　わたしたちの意識の中には、いろいろな思い込みや固定観念があり、自分以外 
の特定の人たちに対して、一面的に決めつけたイメージを思い描きがちになりま 
す。このような一面的なイメージのことを「ステレオタイプ」といいます。
　「血液型がＡ型の人は性格が几帳面だ」とか「動物好きな人に悪い人はいな 
い」が一例です。しかし、実際には細かなことにはこだわらないA型の人はいます 
し、人の善悪が動物好きかどうかだけで決まるものではないでしょう。しかし、こ
うした当たり前のことが、ステレオタイプに当てはめることによって見えなくなっ
てしまいます。

ステレオタイプによる偏見・差別
　人に対するステレオタイプのものの見方に価値観や優劣の考え方が加わると、 
ある一面を持っているという理由だけで、排除したり避けたりするという偏見や差
別を引き起こすことがあります。ステレオタイプは、容易に偏見や差別に結びつく
のです。
　人と適切な人間関係を築いていくためには、はじめから決めつけるのではな 
く、一人ひとりが持つ多様な個性＝その人自身を見つけだし、それを認めていくこ
とが大切です。

ステレオタイプに気づく
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人権について（気づき、考え、行動する）

気持ちを伝えるということ
　わたしたちが人とかかわるとき、自分の都合や頼みごとをきちんと言えなかっ 
たり、逆に相手を責めるように感情や意見をぶつけてしまったりすることがありま
す。自分の気持ちをうまく伝えることはとてもむずかしいことです。

相手を傷つけない自己表現とは
　相手の気持ちを傷つけずに自分の言いたいことを相手に素直に伝えるという 
考え方や、そのための方法があります。自分の思いや考えなどを自分の中で確認 
し、言葉にして相手に伝えるというコミュニケーションの技術のことで、「アサーシ
ョン」（積極的な自己表現）といいます。
　例えば、自分の話を聴いてほしいと感じたときに、「あなたは人の話をぜんぜん
聴いていない！」ではなく「私は、あなたにちゃんと話を聴いてほしい」のように、

「相手がどうか」ではなく「私がどう思っているのか」を伝える言い方です。そうす 
れば相手も受けとめやすく、相手の気持ちを傷つけることもありません。
　「相手がどうか」ということは、自分自身の本当の気持ちではなく、相手に対す
る決めつけや思い込みを含んでいることが多いのです。

自己表現がつくる豊かな人間関係
　人との関係の中で、お互いの言いたいことが違ったときに、相手にあわせて自 
分の気持ちを押し隠したり、逆に相手に対して攻撃的に主張したりしては、その関
係はこじれてしまいます。
　そういうときには、自分がどう思っているのかを率直に誠実に相手に伝え、相手
の気持ちにも気づき、相手を理解しようとすることが、気持ちのやりとりを可能に
します。
　自分がどう思っているのかを
素直に伝え、同時に相手の気持
ちにも配慮した言い方を技術と
して身につけることは、人間関係
をつくっていく最初の一歩です。
気持ちのやりとりは、豊かな人間
関係をつくり自分の権利を尊重
すると同時に、相手の権利を尊
重することにもつながるのです。

気持ちを伝える言い方
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人権への取組

　「世界人権宣言」は、前文と30の条文からなり、誰も
が自由であることにより保障される自由権（第１条～第
20条）、参政権（第21条）、国家や地方自治体の関与に
よって保障される社会権（第22条～第27条）が規定さ
れており、第29条では、他人の権利及び自由を尊重し
なければならないことを定めています。
　この宣言の考え方は世界各国の憲法や法律に取り入れ
られ、さまざまな国際会議の決議にも用いられ、世界各
国に強い影響を及ぼしています。

❖

❖

❖

❖

第１条
　すべての人間は、生まれながらにして自由であり、か
つ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と
良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行
動しなければならない。
解 説：【みんな自由・みんな平等】人はみんな、生まれた

時から自由で、同じ人間として大切にされ、平等です。
第２条
１ 　すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政

治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、
門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由によ
る差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべて
の権利と自由とを享有することができる。

解 説：【差別はやめよう】　人はみんな、人種、肌の色、
性別、言語、宗教などによって差別を受けることはあ
りません。地球上のどこでも、人はみんなこの宣言の
なかでいわれているすべての権利と自由を生まれなが
らに持っています。

人権保障のための国際条約

　人権の問題は、第二次世界大戦以降、各国のみならず�
国際社会全体に関わる重要な問題であるという考え方�
が次第に一般的になってきました。このような考え方か

ら、法的な拘束力を持つ二つの「国際人権規約」（※）
が昭和41（1966）年の総会において採択されました。
（※）�「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（A規約)」

「市民的及び政治的権利に関する国際規約（B規約)」

　「国際人権規約」は、最も基本的かつ包括的な条約と
して人権保障のための国際的基準となっています。これ
に加えて、国連が中心になり、個別の人権保障のための
さまざまな条約が作成されています。

人権文化の創造

　「国際人権規約」をはじめとする人権保障のための国
際条約を具体化していくためには、あらゆる人々が人権
尊重の精神を当然のこととして身につけ、日常生活にお
いて実践し、人権という普遍的文化を構築するための人
権教育が大切です。
　このため、国連では、世界各地で人権教育を積極的に
推進していくことを目的に、「人権教育のための世界計
画」を平成17（2005）年に開始（※）しています。
（※）�平成27（2015）年から、「これまでの取組の強化とジャーナリスト

やメディア関係者」に焦点を当てた第３フェーズに入っています。

人権の主流化（人権の視点の強化）

　国連では、平成17（2005）年、活動の柱である開発・
安全・人権の密接な関連性を踏まえて、国連のすべての
活動で人権の視点を強化する考え（「人権の主流化」）を
提唱しました。平成18（2006）年には、経済社会理事
会の下部組織であった「人権委員会」に替えて、世界の
人権問題についてより効果的に対処するために「人権理
事会」を創設したほか、人権高等弁務官事務所の機能強
化をはじめ、さまざまな取組を進めています。

世界人権宣言の持つ意味

国際的な人権保障の枠組み
　国際連合では、人権の尊重が平和を守ることと密接不可分な関係にあり、差別を撤廃し人権を確立するこ
とが恒久平和に通じるとの考え方にもとづいて、人権を国際的な問題ととらえ、人権についての国際的な共
通の基準を作りました。その最初の成果が、昭和23（1948）年12月10日に第３回総会において採択され
た「世界人権宣言」です。
　そして、昭和25（1950）年の第５回総会において、12月10日を「人権デー」（Human�Rights�Day）
として、世界中で記念行事を行うことが決議されました。

9



人権への取組

持続可能な開発目標（SDGs）
　平成27（2015）年９月、国際連合の総会において、SDGs（Sustainable�Development�Goals：持続可
能な開発目標）が採択されました。持続可能な世界を実現するための17のゴール（目標）と169のターゲ
ットで構成された、2030年までの開発目標です。
　その前文では、「あらゆる形態と側面の貧困を撲滅することが最大の地球規模の課題」であり、「持続可能な
開発のための不可欠な必要条件である」との認識が示されており、「すべての国及びすべてのステークホル�
ダー（利害関係者）は、共同的なパートナーシップの下、この計画を実行する」こととしています。
　また、「17の持続可能な開発のための目標と、169のターゲット」は、「全ての人々の人権を実現し、ジェン�
ダー平等と全ての女性と女児の能力強化を達成することを目指す」としており、人権、ジェンダー、女性の視点
が明確に示されています。

えす・でぃ・じー・ず

■ SDGsの17のゴール
①貧困 あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる。
②飢餓 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する。
③保健 あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する。
④教育 すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する。
⑤ジェンダー ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う。
⑥水・衛生 すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する。
⑦エネルギー すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する。

⑧経済成長と雇用 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいの
ある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する。

⑨�インフラ、産業化、
イノベーション

強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベー
ションの推進を図る。

⑩不平等 各国内及び各国間の不平等を是正する。
⑪持続可能な都市 包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する。
⑫持続可能な生産と消費 持続可能な生産消費形態を確保する。
⑬気候変動 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる。
⑭海洋資源 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する。

⑮陸上資源 陸上生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化へ
の対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する。

⑯平和 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセ
スを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する。

⑰実施手段 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する。

■大阪府では
　知事を本部長とする「大阪府SDGs推進
本部」を設置し、全庁一丸となってSDGs
の推進を図り、SDGs先進都市をめざして
います。
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人権への取組

　基本的人権の尊重は日本国憲法の柱の一つで、侵すこ
とのできないものであると規定されています。

基
本
的
人
権

自由権
国民生活に国家権力が干渉しないように求める権利
（身体の自由、精神の自由、経済活動の自由）
平等権

法の下で、誰もが平等な扱いを受ける権利

社会権
社会を生きていく上で人間が人間らしく生きるための権利
（生存権、教育を受ける権利、労働の権利）

　国内には、女性、子ども、高齢者、障がい者、同和問題、
外国人などにかかわる問題や、インターネットによる人
権侵害など、さまざまな人権問題が存在しています。
　これらの問題に直面する人たちの人権を具体的に保障
するために、日本国憲法の趣旨や国際社会における流�
れを踏まえ、それぞれの問題に対応する個別の法律の整
備が進められてきました。（12ページ参照）

　平成12（2000）年には、人権教育・啓発に関する施
策の推進についての国、地方公共団体及び国民の責務�
を明らかにした「人権教育及び人権啓発の推進に関する
法律」が公布・施行され、この法律を具体化するための�
「人権教育・啓発に関する基本計画」が平成14（2002）�
年３月に策定されました。
　この計画は平成23（2011）年４月に一部変更され、�
「北朝鮮当局による拉致問題等」が人権課題に追加され�
ました。

■日本国憲法

第11条（基本的人権の享有）
　国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に
保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び
将来の国民に与へられる。
第13条（個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉）
　すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対す
る国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政
の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条（法の下の平等）
１�　すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又
は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第21条（集会、結社及び表現の自由）
１�　集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
※�差別的な言動は、すべての人を対等の個人として尊重しようとする憲法
13条および14条の理念に反するものであり、許されません。また、憲
法第21条第１項の保障する「表現の自由」の行使も、憲法13条および
14条の理念に反するような態様で行使することは許されません。

■ �「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」の目的と、
国、地方公共団体、国民の責務

目�的：人権の尊重が非常に重要であるとの認識の高まりや、不当な差別の
発生等による人権侵害の現状、人権擁護に関する内外の情勢等をふまえ、
人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体、
国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の
擁護に資することを目的とする。
国の責務
　人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、実施しなければならない。
地方公共団体の責務
　国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教育及び人権啓
発に関する施策を策定し、実施しなければならない。
国民の責務
　人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現
に寄与するよう努めなければならない。

日本国憲法で保障される基本的人権

さまざまな人権に関する法律の整備

人権教育・啓発の推進

日本国内での取組
　世界的に人権保障の枠組みが作られていく中で、国内では、世界人権宣言に先立つ昭和22（1947）年に日
本国憲法が施行されました。わが国では毎年12月４日から世界人権宣言が採択された10日までの１週間を
「人権週間」と定め、法務省の人権擁護機関をはじめ全国的に啓発活動を行っています。
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人権への取組

■人権に関する主な法律の整備状況
人権啓発・人権擁護
人権擁護委員法 昭和27（1952）年施行
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 平成12（2000）年施行

女性の人権
母子及び父子並びに寡婦福祉法 昭和39（1964）年施行
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の
確保等に関する法律 昭和47（1972）年施行

男女共同参画社会基本法 平成11（1999）年施行
ストーカー行為等の規制等に関する法律 平成12（2000）年施行
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に
関する法律 平成13（2001）年施行

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 平成27（2015）年施行

子どもの人権
教育基本法 昭和22（1947）年施行
学校教育法 昭和22（1947）年施行
児童福祉法 昭和23（1948）年施行
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰
並びに児童の保護等に関する法律 平成11（1999）年施行

児童虐待の防止等に関する法律 平成12（2000）年施行
子ども・若者育成支援推進法　 平成22（2010）年施行
いじめ防止対策推進法 平成25（2013）年施行
子どもの貧困対策の推進に関する法律 平成26（2014）年施行
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の
機会の確保等に関する法律 平成29（2017）年施行

高齢者の人権
老人福祉法 昭和38（1963）年施行
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 昭和46（1971）年施行
高齢社会対策基本法 平成 7（1995）年施行
高齢者の居住の安定確保に関する法律 平成13（2001）年施行
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等
に関する法律 平成18（2006）年施行

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 平成18（2006）年施行

障がい者の人権
身体障害者福祉法 昭和25（1950）年施行
知的障害者福祉法 昭和35（1960）年施行
障害者の雇用の促進等に関する法律 昭和35（1960）年施行
障害者基本法 平成5（1993）年施行
身体障害者補助犬法 平成14（2002）年施行
発達障害者支援法 平成17（2005）年施行
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に
関する法律 平成24（2012）年施行

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律 平成25（2013）年施行

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の
推進等に関する法律 平成25（2013）年施行

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 平成28（2016）年施行
障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 平成30（2018）年施行

同和問題

同和対策事業特別措置法 昭和44（1969）年施行
昭和57（1982）年失効

地域改善対策特別措置法 昭和57（1982）年施行
昭和62（1987）年失効

地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置
に関する法律

昭和62（1987）年施行
平成14（2002）年失効

部落差別の解消の推進に関する法律 平成28（2016）年施行

外国人の人権
出入国管理及び難民認定法 平成31（2019）年施行
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した
者等の出入国管理に関する特例法

平成 3（1991）年施行

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向
けた取組の推進に関する法律 平成28（2016）年施行

HIV感染者の人権
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 平成11（1999）年施行

ハンセン病回復者やその家族の人権

らい予防法の廃止に関する法律 平成 8（1996）年施行
平成21（2009）年廃止

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等
に関する法律 平成13（2001）年施行

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 平成21（2009）年施行
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関
する法律 令和元（2019）年施行

こころの病
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 昭和25（1950）年施行

犯罪被害者や家族の人権
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の
支援に関する法律 昭和56（1981）年施行

犯罪被害者等基本法 平成17（2005）年施行

ホームレスの人権
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 平成14（2002）年施行

性的マイノリティの人権
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 平成16（2004）年施行

職業や雇用をめぐる人権問題
労働基準法 昭和22（1947）年施行
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働
者の福祉に関する法律 平成 4（1992）年施行

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 平成 5（1993）年施行

インターネットによる人権侵害
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限
及び発信者情報の開示に関する法律 平成14（2002）年施行

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する
行為の規制等に関する法律 平成15（2003）年施行

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる
環境の整備等に関する法律 平成21（2009）年施行

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に
関する法律 平成26（2014）年施行

北朝鮮による拉致問題
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の
支援に関する法律 平成15（2003）年施行

拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への
対処に関する法律 平成18（2006）年施行

個人情報保護
個人情報の保護に関する法律 平成15（2003）年施行

その他
生活保護法 昭和25（1950）年施行
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 平成18（2006）年施行
自殺対策基本法 平成18（2006）年施行
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に
関する法律 平成19（2007）年施行

探偵業の業務の適正化に関する法律 平成19（2007）年施行
生活困窮者自立支援法 平成27（2015）年施行
再犯の防止等の推進に関する法律 平成28（2016）年施行
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するた
めの施策の推進に関する法律 令和元（2019）年施行
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人権への取組

大阪府の取組
大阪府人権尊重の社会づくり条例

　人権尊重の大切さを示し、また、大阪府の人権施策を進める枠組みをつくり、すべての人の人権が尊重される社会
をめざして、平成10（1998）年10月に「大阪府人権尊重の社会づくり条例」を制定しました。令和元年10月の改正
では、府民と事業者に人権尊重の社会づくりに理解と協力を求める規定を設けました。

大阪府人権施策推進基本方針
　平成13（2001）年３月に、条例の具体化のために「大阪府人権施策推進基本方針」を策定しました。
　この基本方針では、条例のめざす「すべての人の人権が尊重される豊かな社会」を実現するため、二つの府政推進の
基本理念を掲げ、すべての行政分野において、基本理念を踏まえた総合的な施策の推進に努めることとしています。併せ
て、条例に示されている「人権施策」の基本方向を定めています。

府政推進の基本理念
一人ひとりがかけがえのない存在として

尊重される差別のない社会の実現
誰もが個性や能力をいかして自己実現を
図ることのできる豊かな人権文化の創造

●府の責務
　・施策の実施に当たり人権尊重の社会づくりに資するよう努めるとともに、人権施策を積極的に推進する。
　・�国、市町村との連絡調整を緊密に行うとともに、市町村、事業者及び府民との協働により、人権尊重の社会づくりを積極的に推進するための

体制を整備する。

●府民の責務
　・人権尊重の社会づくりの推進について理解を深めるとともに、府が実施する人権施策の推進に協力するよう努める。

●事業者の責務
　・�人権尊重の社会づくりの推進について理解を深め、その事業活動を行うに当たり、人権尊重のための取組を推進するとともに、府が実施する

人権施策の推進に協力するよう努める。

●人権擁護に資する施策

１．府民の主体的な
　 判断・自己実現の支援

２．人権にかかわる総合的な
　 相談窓口の整備

３．人権救済・
　 保護システムの充実

人権施策の基本方向
●人権意識の高揚を図るための施策

１．人権教育の推進 ２．�人権教育に取り組
む指導者の養成

３．�府民の主体的な人
権教育に関する活
動の促進

４．�人権教育に関する
情報収集・提供機
能の充実

　基本方針が示す「人権意識の高揚を図るための施策」を総合的に推進するための計画です。「人権教育及び人権啓発の推進
に関する法律」の趣旨に沿った、大阪府の人権教育及び人権啓発に関する施策の基本計画の性格も併せ持っています。

平成17（2005）年３月策定
平成27（2015）年３月改定大阪府人権教育推進計画

１．人権教育の推進
・�家庭、学校、地域、職域等におけ
る人権教育の取組に対する支援

・�教育の機会均等の確保と「学び」
の場の充実

・�現実に起こっている人権問題を
踏まえた課題の共有・教材化

・�多様な文化や価値観を持つすべ
ての人々が共有できる人権教育
の推進

・�人権研修の推進・促進

２．�人権教育に取り組む指
導者の養成

・�地域、職域等において人
権教育を担う人材の養成

・�専門的知識を持った人材
の養成

・人材の活用

３．�府民の主体的な
　 人権教育に関する
　 活動の促進
・�人権を知ること、考えるこ
と、行動することを支援す
る環境の構築

・�NPO等民間団体と連携し
た取組の推進

４．�人権教育に関する
　 情報収集・提供機能
　 の充実
・�人権教育情報の収集・
　提供
・�人権教育教材の開発
・�調査・研究機能の強化・
　充実
・�人権意識の高揚につながる
情報の発信
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人権への取組

差別のない社会づくりのためのガイドライン
　大阪府では、平成27（2015）年10月に、府民の皆様に、差別解消についての理解を深めていただくために、「差別のない
社会づくりのためのガイドライン～すべての人の人権が尊重される社会をめざして～」を策定しました。大阪府ホー
ムページから閲覧・ダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
※本冊子の38・39ページに、ガイドラインに掲載している相談・紛争解決機関のうち、国（法務省）、大阪府及び府内市町村の人権相談窓口の一覧を掲載しています。
　なお、障がいを理由とする差別の解消に関しては、何が差別にあたるのか、合理的配慮としてどのような措置が望ましいのかなどについて基本的な考え方や具
体例等を記載した
　「大阪府障がい者差別解消ガイドライン」（平成27（2015）年３月策定）をご覧ください。

大阪府　人権　ガイドライン 検 索

ガイドラインの目的�①

差別の未然防止
事業者の行為によって発生し、裁判所で違法と判断された判�
例等をわかりやすく示すとともに、その判例から導くことがで�
きる「不当な差別的取扱い」を例示することにより、差別解消�
に関する府民の皆様の理解と、事業者の取組を促し、差別の
未然防止をめざします。

ガイドラインの目的�②

個別事案の適切な解決
大阪府や市町村の人権相談窓口をはじめとする相談窓口や、
裁判外紛争解決機関（ADR）を紹介することにより、個別事案
の適切な解決につなげることをめざします。

ガイドラインに掲載している判例
事件の内容 判例のポイント

① 商店における外国人入店拒否 街頭で店舗を構えている以上、店は道を歩く顧客一般に開放されており、経営者は、顧客対象を限定した
り、入店制限をしたりしてはならない。

② 公衆浴場における外国人入浴拒否 公衆浴場は法律上の許可を得て経営されている公共性を有する施設であるので、国籍、人種を問わず、
利用が認められるべきであり、外国人の利用を一律に拒否することは不合理な差別である。

③ ゴルフクラブにおける外国人登録拒否 私的な団体であっても、一定の社会性を持つと認められる場合には、いかなる者を会員にするかにつ
いて、完全に自由な裁量はなく、日本国籍者であることを会員の登録要件とすることは認められない。

④ ゴルフクラブにおける
性同一性障がい者入会拒否

私的な団体には構成員選択の自由が認められるが、会員権が市場に流通しているなど閉鎖的な団体と
は認められない場合には、合理的な理由なく性同一性障がい者の入会を拒否することは許されない。

⑤ 賃貸建物に関する外国人入居拒否 外国籍であることを理由に、賃貸借契約の締結を拒否することは、合理的な理由がなく、許されない。

⑥ 外国人顧客への肌の色に関する質問 外国人顧客からの賃貸住宅の照会に対して、肌の色について、直接、あからさま、かつ執拗に問いただす
行為は、人格的利益を毀損する違法なものである。

⑦ 外国人への無料の資料請求サービ
スの提供拒否

誰でもアクセス可能なウェブサイトにおいて資料を無料送付する旨喧伝している場合、資料請求者が外
国人であることのみを理由に、資料の送付を拒否してはならない。

⑧ 昇格に関する女性に対する
不利益取扱い

賃金と連動する「資格」の付与（昇格）について、男性を優遇することは、女性に対する不当な差別的取扱
いとなり、許されない。

⑨ HIV感染を理由とする解雇 事業主は、特段の必要性がない限り、従業員がHIVに感染しているか否かの情報を取得してはならない。
HIV感染を実質的な理由としてなされた解雇は、正当な理由を欠き、無効である。

⑩ 地毛が明るい色の従業員に対する
黒髪への染色の要求

身だしなみを清廉に保ち、利用客に悪い印象を与えないようにする等の趣旨から、従業員の「茶髪」を禁
じている場合、地毛が明るい色の従業員に対して、黒髪への染色を命じてはならない。

ガイドラインに掲載している人権侵犯事件
事件の内容

① ハンセン病回復者であることを理由とした宿泊拒否
② 理容店における外国人へのサービス提供拒否
③ 機材レンタル店における外国人へのサービス提供拒否
④ 大規模小売店舗における外国人に対する不適切な対応
⑤ 公営プールにおける外国人の利用一律拒否
⑥ 外国人であることを理由とするマンションへの入居拒否
⑦ 外見が外国人のようであることを理由としたアパート賃貸借拒否

事件の内容

⑧ 在日外国人であることを理由とした採用内定の取消し
⑨ 採用試験における性同一性障がい者に対する不適切な質問
⑩ 性同一性障がい者に対する更衣室等の利用制限
⑪ 外国人に対する宿泊拒否
⑫ 性別変更した者に対する公衆浴場の利用拒否
⑬ 調査会社による同和地区出身かどうかの調査
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人権への取組

参加・体験型学習（ワークショップ）実施のための人権教育教材の紹介
　参加・体験型学習（ワークショップ）とは、「アクティビティ」と呼ばれる一つのまとまりのある学習活動（ゲーム的な
活動や作業、対話など手法はさまざま）に取り組むことで、人権問題を頭で理解するだけでなく、心の動きを受け止め、身
体を使いながらトータルに学ぶことを目的としており、単に知識を一方的に伝達する学習方法とは異なります。
　人権侵害は、地域、職場、学校など、さまざまな人がいる場で起こることが多く、それを解決するためには、知識を得るだ
けではなく、解決を進める態度やスキル（技能）を身につけることが必要です。そしてそれをもとに、社会における人権ル
ールをつくっていくことが大切であり、こうした実践的な学びのために、参加・体験型学習（ワークショップ）は有効です。
　ここでは、参加・体験型学習（ワークショップ）を進めるためのプログラムを掲載した人権教育教材を紹介していま
す。地域、学校、職場など皆さんの身近な学習の場でご活用ください。

人権教育教材の配布を希望される方は、大阪府府民文化部人権局（TEL（06）6210-9281）までご連絡ください。

■人権啓発詩・読書感想文　入選作品の紹介　
　大阪府及び大阪府教育委員会では、お互いの人権を尊重し、差別のない明るい社会を築くための活動の一環と
して、府内の小・中学（部）生を対象に、地域において人権啓発を行う民間団体で構成する「人権啓発推進大阪
協議会（愛ネット大阪）」と共催で、「人権啓発詩・読書感想文」を毎年夏に募集し、入選作品の表彰を行ってい
ます。
�

大阪府人権啓発詩・読書感想文 検 索

●みえない力
　生活の中にある力の関係性と、それを支える構造や仕組み�
から差別について考える。
●わたしを生きる
　お互いのアイデンティティについて伝え、受け止めること�
を通じて、「人間関係」、「尊厳」などについて考える。
●あたりまえの根っこ
　「常識」、「あたりまえ」と言われる社会意識が差別につな�
がる場合があることについて考える。
●ありのままのわたし　大切なあなた
　就学前の子どもを中心に、その発達段階に応じ、遊びを通�
じた人権感覚を育むプログラムなどを紹介。
●見方を変える
　他者との交流や新たな見方があることの気づきを通じて、�
人権を尊重していくための具体的な方法を身につけるきっか�
けとなるプログラムなどを紹介

●�入門ガイド　初めてのファシリ�
テーター
　経験の少ないファシリテー
ターがよりスムーズに学習・研
修を進めることができるよう、進
め方のポイントや参加者の反応
に対するアドバイスなどを解説。
●ちがいのとびら
　多様性の尊重について考える。
●ぶつかる力　ひきあう力
　対立と向き合い、どう対応し
ていくかについて考える。
●同じをこえて
　「差別と平等」が非常に身近な
問題であることについて考える。

大阪府 人権教育教材 検 索

見えない心のおくのおく
友だちが　ないている
お兄ちゃんが　わらっている
お母さんが　しんみりしている
お父さんが　ワクワクしている
うれしいの？　かなしいの？
たのしいの？　くやしいの？
心の中は　見えないね
見えないけれど　かんじるよ
わたしの心に　ひびいてる
みんなの心の　おくのおく
みんな　いっしょに　ひびき合おう

第 38回（令和元（2019）年度）　詩部門　小学校（小学部）低学年の部
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身近な人権のこと

性別で役割を決めつけていませんか？

女性の人権のこと
固定的な性別役割分担の意識
　人々の意識の中に長い時間をかけて形�
づくられてきた、性別に基づく「固定的性別
役割分担意識」は、男女共同参画社会の実�
現に向けた大きな障害の一つとなってい�
ます。
　一方、これまでは仕事中心が多かった男
性の中にも、家庭や地域で活躍している人
が増えています。
　仕事でも、家庭でも、地域でも、男女とも
に自分らしく暮らせる社会を実現していく
ことが必要です。

男女平等を実現するために
　国連は、昭和50（1975）年を「国際婦人
年」、翌年からの10年間を「国連婦人の10
年」とし、男女平等のための行動を本格的に
開始しました。
　昭和54（1979）年には、「職場や家庭など
あらゆる分野で、女性に対して差別的な法
律はもちろん、規則や慣習等も見直してい
くことを規定した「女性差別撤廃条約」を採
択しました。日本は昭和60（1985）年に締
結しました。

男女共同参画社会基本法など
　日本では、平成11（1999）年に、「男女共
同参画社会基本法」が施行され、基本理念や
方向性が示されるとともに、「男女共同参画
社会の実現は21世紀のわが国社会の最重
要課題である」とされました。
　この法律に基づき、国は平成12（2000）
年に「男女共同参画基本計画」を策定しまし
た。また、平成27（2015）年８月には、女性
の職業生活における活躍を推進し、豊かで
活力のある社会の実現を図ることを目的と
する「女性の職業生活における活躍の推進
に関する法律」（いわゆる「女性活躍推進
法」）が成立し、同年12月には「第４次男女
共同参画基本計画」が策定されました。

大阪府では
　男女共同参画をめぐるさまざまな課題に
的確に対応していくために、平成13
（2001）年に「男女共同参画社会基本法」に
基づく「おおさか男女共同参画プラン（大阪
府男女共同参画計画）」を策定するととも
に、平成14（2002）年に府民や事業者とと
もに男女共同参画社会の実現をめざす指針
となる「大阪府男女共同参画推進条例」を施
行しました。
　平成28（2016）年３月には、「おおさか男
女共同参画プラン（2016-2020）」を策定

し、「あらゆる分野における女性の活躍」「健
やかに安心して暮らせる社会づくり」「全て
の世代における男女共同参画意識の醸成」
の三つの基本方針を掲げ、誰もがいきいき
と活躍できる男女共同参画社会の実現に向
け、施策を推進しています。また、本プラン
では、令和２（2020）年度末までに府の審
議会等の女性委員の割合について４割�
以上６割未満をめざすこと等を盛り込んで
います。

■ 性別役割分担意識（「男は仕事、女は家庭」という考え方について）
　─男女とも「同感しない」人が５割程度─

■性別役割分担意識（「男は仕事、女は家庭」という考え方について）
─男女とも「同感しない」人が５割程度─
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（単位：％）

そのとおりだと思う どちらかといえばそう思う
そうは思わないどちらかといえばそう思わない

無回答

資料 : 大阪府「男女共同参画社会に関する府民意識調査報告書」令和元年 (2019 年 )資料：大阪府「男女共同参画社会に関する府民意識調査報告書」令和元年（2019年）

■ 男女平等の実現にとって最も重要なこと
　─男女とも「女性への偏見、固定的な社会通念、慣習・しきたりを改めること」が高率─
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①　法律や制度の上での見直しを行い、
　　性差別につながるものを改めること

②　女性を取り巻く様々な偏見、固定的な社会通念、
　　慣習・しきたりを改めること

③　女性自身が経済力をつけたり、積極
　　的に知識・技術の向上を図ること

④　女性の意識改革

⑤　男性の意識改革

⑪　その他

⑫　わからない

⑬　無回答

⑥　小さいときから家庭や学校で
　　男女平等について教えること

⑦　育児や介護・看護を支援する施設や
　　サービスの充実を図ること

⑧　職場において性別による待遇
　　（配置や昇進など）の差をなくすこと

⑨　政治分野や政府における重要な
　　役職を一定の割合で女性とする
　　制度を採用・充実すること
⑩　自治体、企業などにおける重要な
　　役職を一定の割合で女性とする制度を
　　採用・充実すること

全体

女性

男性

資料 : 大阪府「男女共同参画社会に関する府民意識調査報告書」令和元年 (2019 年 )

（単位：％）

資料：大阪府「男女共同参画社会に関する府民意識調査報告書」令和元年（2019年）
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身近な人権のこと

ひとり親家庭等をめぐる課題
　結婚や離婚、未婚などに対する固定的な
価値観や先入観により、ひとり親家庭など
（母子家庭・父子家庭・寡婦（※））に対する偏
見や差別が見られます。大阪府では、平成
27（2015）年３月に「第三次大阪府ひとり
親家庭等自立促進計画」を策定し、総合的に
取り組んでいます。
（※）�配偶者のない女性であって、かつて配偶者のない女性と

して20歳未満の児童を扶養していたことのある人

ドメスティック・バイオレンス 
（DV）・デートDV
　ドメスティック・バイオレンス（略して
「DV」と言われることもあります。）につい
ては、一般的には「配偶者など親密な関係に
ある男女間における暴力」という意味で使
われています。DVの被害者は、多くの場
合女性であり、その背景には、「固定的性別
役割分担意識」や男女間の経済格差など、社
会の構造的問題が関与しているといわれて
います。
　平成13（2001）年10月に「配偶者からの
暴力の防止及び被害者の保護に関する法
律」が施行され、平成16（2004）年12月に
は「配偶者からの暴力の定義の拡大」、「保護
命令制度の充実」などを内容とする改正が、
平成20（2008）年１月には「保護命令制度
の拡充」、「市町村基本計画策定の努力義務」
などを内容とする改正が、そして平成26
（2014）年１月には生活の本拠を共にする
交際相手を法の準用規定により適用の対象
に追加し、法律名を「配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護等に関する法律」とす
る改正が行われるなど、不断の取組が行わ
れています。

　最近では、特に10歳代、20歳代の交際相
手同士の間で起こる暴力である「デート
DV」が問題となっています。「デートDV」
は親密な交際関係の中で起こるものなの
で、その行為が暴力だと気付かない人が多
くいます。気付いたとしても、「自分が悪い
んだから」「相手の仕返しが怖いから」「優し
いときもあるし……」などと思い、一人で問
題を抱え込んでしまいがちです。その間に
暴力がエスカレートしてしまうおそれがあ
ります。
　大阪府では、平成29（2017）年３月に策
定した「大阪府配偶者等からの暴力の防止
及び被害者の保護等に関する基本計画
（2017-2021）」に基づき、配偶者等からの
暴力を許さない府民意識の醸成、安心して
相談できる体制の充実、緊急かつ安全な保
護の実施、自立への支援の充実、関係機関・

団体等との連携の促進等などの取組を推進
しています。
　また、女性相談センター（ページ右下部参
照）を中核として、６カ所の子ども家庭セン
ター（児童相談所）が配偶者暴力相談支援セ
ンター機能をあわせ持ち（※）、被害者の子
どもへの対応も含め、迅速な連携及び対応
に努めています。
　加えて、庁内関係部局で構成する「大阪府
『女性に対する暴力』対策会議」をはじめ、
「大阪府・市町村配偶者からの暴力対策主管
課長会議」、「大阪府配偶者等からの暴力の
防止及び被害者支援ネットワーク」等の会
議の運営を通じて、市町村や団体・NPO等
とも連携を図りながら、配偶者等からの暴
力の根絶に取り組んでいます。
（※）�このほか６市（大阪市、堺市、吹田市、茨木市、枚

方市、豊中市）に配偶者暴力相談支援センターが
あります。

■ 配偶者からの暴力事案の認知状況
24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年

43,950 49,533� 59,072� 63,141� 69,908� 72,455 77,482
＊配偶者から身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた被害者の相談等の受理件数
警察庁　ストーカー事案及び配偶者からの暴力事案の対応状況について（平成31（2019）年3月28日発表）より
全国の警察が認知した平成30(2018)年中の配偶者からの暴力事案は77,482件で、前年に比べ5,027件増加しており、�
ＤＶ防止法施行（平成13(2001)年）後最多となっています。

＜大阪府女性相談センター＞
（配偶者暴力相談支援センター）

秘密は守られます。相談は無料です。
安心してご相談ください。

電 話 番 号
（０６）６９４９－６０２２
（０６）６９４６－７８９０

相 談 時 間 ＜電話相談・面接相談＞

９時から２０時
祝日、年末年始を除く

※面接はできるだけご予約ください。
夜 間・祝 日 D V 電 話 相 談

上記以外の時間
（０６）６９４６－７８９０

■ 暴力の形態
　身体的暴力だけではなく、さまざまな暴力が重なっておこります。

身体的暴力 殴る、蹴る、首を絞める、突き飛ばす　等

精神的暴力 暴言を吐く、怒鳴る、脅す、ばかにする、無視する、物を投げる、刃物を出す、自殺を
ほのめかす　等

経済的暴力 生活費を渡さない・自由にお金を使わせない、外で働くことを嫌がる、家計の責
任を負わせる、借金の強要　等

社会的暴力 友人や身内との付き合いを制限する、自由に外出させない、携帯電話・メールを�
チェックする、行動をチェックする、浮気を疑う、激しい嫉妬　等

子どもを
巻き込む・
利用した暴力

子どもの前で暴力を振るう（※）、子どもに危害を加える、子どもを取り上げよう
とする、子どもの前で非難する、子どもと仲良くするのを嫌う　等

性的暴力 望まない性的行為を強要する、避妊をしない、裸の写真を撮る・SNSで流す（と脅
す）、無理やりポルノなどを見せる　等

※児童が同居する家庭におけるDVは、児童虐待に当たります。

〈法務省　女性の人権ホットライン〉
夫・パートナーからの暴力、職場でのいじめやセクシュアル・ハラスメント、ストーカーなど、どんなことでも相談
してください。女性の人権問題に詳しい法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。

●電話番号：0570－070－810（全国共通）
●受付時間：平日８時30分から17時15分
インターネットでの相談も受け付けています。詳しくは、　

女性の人権ホットライン 検 索
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身近な人権のこと

子どもは「権利の主体」です

子どもの人権のこと
子どもの権利とは
　人が人として生きる権利は、すべての人
が持っています。大人でも子どもでもその
重みは変わるものではありません。
　どの時代においても、子どもは社会の宝で
あるとして大切にされてきましたが、一方
で、「まだ子どもだから」と言って子どものこ
とを勝手に決めてしまうこともよくありま
した。しかし、子どもは「守られるべき存在」
であると同時に「権利の主体」でもあるので
す。にもかかわらず、子どもに対する虐待の
増加、いじめ、体罰、自殺、不登校の問題や学
校における暴力行為など、子どもを取り巻く
環境はますます深刻になってきています。
　大人もかつては子どもでした。その頃の
ことを忘れずに、子どもの思いを理解し、そ
して尊重しながら、子どもにとって最もよ
いことは何かを第一に考えて行動していく
ことが何よりも必要です。

子どもを権利の主体とするために
　国連は、昭和34（1959）年に「児童の権利
宣言」を採択し、20周年となる昭和54
（1979）年を「国際児童年」とするなど、取
組を進めてきました。そして、30周年とな
る平成元（1989）年に、子どもを権利行使
の主体と明確に位置付けた「児童の権利に
関する条約」(子どもの権利条約)を採択し
ました。この条約は、18歳未満のすべての
子どもを対象とし、子どもの人権の尊重及
び確保の観点から必要となる事項を詳細か
つ具体的に定めています。
　平成28（2016）年６月に公布された改正
児童福祉法では、児童は適切な養育を受け健
やかな成長・発達や自立が図られること等を
保障される権利を有することを第１条に位
置付け、その上で、国民、保護者、国・地方公共
団体が、それぞれこれを支える形で児童の福
祉が保障される旨が明確化されました。

子どもに関する条例や計画
　児童虐待やいじめ、非行など子どもの尊
厳を傷付け、健やかな成長を阻害する事象

が相次ぐ中、平成19（2007）年４月に「大阪
府子ども条例」を施行しました。この条例で
は、子どもの尊厳を守り健やかな成長を支
えるため、社会全体で認識を共有するため
の基本理念や大阪府、保護者、学校などの責
務を明らかにし、府の子どもに関する施策
を総合的かつ計画的に推進することにして
います。
　また、平成27（2015）年３月に、「大阪府
子ども総合計画」を策定しました。この計画
により、「次代を担う子ども・青少年がひと
りの人間として尊重され、創造性に富み、豊
かな夢をはぐくむことができる大阪」の実
現に向けて、総合的かつ計画的に施策を推
進します。
　なお、この計画については、計画期間（本
体計画10年、事業計画５年）が令和元（2019）
年度末に見直しの時期を迎えることから、
現在、大阪府子ども施策審議会計画策定部
会の意見もいただきながら、関係部局と連
携し、計画の見直し作業を行っているとこ
ろです。

子どもを虐待から守るために
　平成12（2000）年に、社会的に弱い立場
にある子どもへの虐待を防止するため、「児
童虐待の防止等に関する法律」が施行され
ました。平成16（2004）年10月の改正で
は、児童虐待が「著しい人権侵害」であると
明記され、「DVの目撃による子どもへの心
理的虐待」や「保護者以外の同居人による虐
待（ネグレクト）」も定義に加えられるとと
もに、「予防及び早期発見」、「児童の保護及
び自立支援」など、国や自治体の責務がより
詳しく定められ、さらに平成19（2007）年
５月の改正では、児童の安全確認等のため
の立入調査等の強化、保護者に対する面会、
通信等の制限の強化を図るための見直しが
行われました。
　また、平成28（2016）年６月の改正では、
しつけを名目とした児童虐待の防止が明記
されるとともに、都道府県・市町村のそれぞ
れの役割・責務の明確化がなされ、令和元年

（2019）年６月に公布された「児童虐待防
止対策の強化を図るための児童福祉法等の
一部を改正する法律」では、児童の親権を行
う者は、児童のしつけに際して、体罰を加え
ることその他民法の規定による監護及び教
育に必要な範囲を超える行為により当該児
童を懲戒してはならない旨が明記されると
ともに、強化を図るべき関係機関間の連携
の例示や、児童虐待の早期発見の努力義務
の対象者として、学校や教育委員会が明示
されました。
　大阪府においても、平成23（2011）年２
月に「大阪府子どもを虐待から守る条例」を
施行しました。この条例は、子どもを虐待か
ら守ることに関する施策を推進し、子ども
の人権が尊重され、かつ、子どもが健やかに
成長することができる社会の実現に寄与す
ることを目的とし、府民全体で虐待から子
どもを守るための取組のあり方などを定め
ています。
　また、深刻な状況にある児童虐待問題に
対応するため、子ども家庭センターの体制・
機能強化、市町村児童家庭相談体制の充実
に向けた支援や地域の連携強化の推進、虐
待を発見した場合等の通告の促進やオレン
ジリボンキャンペーンなどの啓発活動等を
行っています。
　加えて、令和元（2019）年８月には、知事
を座長とした「大阪児童虐待防止推進会議」
を開催し、重大な児童虐待ゼロ宣言を採択
するとともに、児童虐待事案の未然防止・早
期発見・早期対応について、オール大阪でよ
り一層取り組んでいます。
　社会構造やライフスタイルの変化によ
り、子どもを取り巻く状況が大きく変化し
ている中、保護者が養育することができな
い子どもや、虐待を受けた経験のある子ど
もなどが増加しており、公的責任で社会的
に保護・養育するとともに、養育に困難を抱
える家庭への支援を行うことが求められて
います。
　大阪府では、子どもの権利擁護と次世代
の育成の観点から、子どもが生まれ育った
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身近な人権のこと

環境にかかわらず健全に成長できるよう、
第二次大阪府社会的養護体制整備計画を平
成27（2015）年３月に策定し、特定の大人
との継続的で安定した愛着関係を育むこと
ができるよう、里親委託等による家庭養護
を推進するとともに、施設養護についても、
できる限り家庭的な養育環境（小規模グ
ループケア、グループホーム）とするよう取
り組んできたところです。また、令和元
（2019）年３月に「第三次大阪府社会的養育
体制整備計画」を策定し、里親等への委託や、
施設における家庭的養育環境を推進してい
きます。

いじめを防止するために
　平成23（2011）年10月、滋賀県大津市で
中学２年生の男子生徒がいじめを苦に自殺
をするなど、全国でいじめをめぐる問題が
深刻化しました。こうした中、いじめの防止
等のための対策に関する基本理念を定め、
国及び地方公共団体等の責務を明らかにす
るとともに、いじめの防止等のための対策
に関する基本的な方針の策定や対策につい
て定めた「いじめ防止対策推進法」が、平成
25（2013）年９月に施行されました。
　大阪府では、この法律を受け、平成26
（2014）年４月に「大阪府いじめ防止基本
方針」を策定しました。この方針は、府、学校
の設置者及び学校における取組を明確に整
理するとともに、重大事態が発生した場合
の対応についても定めた、府としてのいじ
めの防止のための総合的な方針です。この
方針に基づき、府内のすべての学校や関係
機関をはじめ府民全体で、いじめ問題の克
服に向けて取り組んでいます。
　また、この法律に基づき、府立学校、教育
委員会、知事部局、大阪府警察本部及び大阪
法務局の関係課により構成する「大阪府い
じめ問題対策関係機関会議」を設置し、「大
阪府いじめ防止基本方針」に基づく取組を�
効果的かつ円滑に推進していくための情報
交換及び連絡調整を行っています。
　携帯電話等を利用したいじめ等につい
て、大阪府では、平成20（2008）年に行った
「携帯電話利用に関する実態調査」の結果を
ふまえ、「７つの提言」をまとめました。そし
て、提言を基に、平成21（2009）年に「携帯・
ネットいじめ等への対処方法プログラム」
を作成するとともに、「大阪の子どもを守る
サイバーネットワーク」を運用しています。
　平成23（2011）年には再度「実態調査」を
実施し、「家族で話し合いをする基本ルー
ル」を示す等、「新たな７つの提言」をまとめ
ました。平成24（2012）年には、スマート
フォンに関わる新たな課題や有効な研修の
あり方等をまとめた「対処方法プログラム

（追加資料）」を作成し、資料の見直し・修正
を行っています。さらに、平成27（2015）年
には、携帯電話やスマートフォンの危険性
についてまとめた「携帯・ネット上のいじめ
等の防止資料」を作成し、小中学校に周知し
ています。
　また、大阪府教育庁では、登下校中の児童
生徒の安全確保のために携帯電話の所持を
一部解除する方針を示し、「小中学校におけ
る携帯電話の取扱いに関するガイドライ
ン」を策定しました。本ガイドラインでは、
携帯電話の所持に関する保護者の責任とと
もに、携帯電話との向き合い方について、学
校でも積極的に指導していくことを明記
し、具体的な指導例を示しています。

Ｈ30年度 Ｈ29年度 Ｈ28年度
小学校 30,855 22,683 14,017
中学校 4,212 3,873 3,168

■�学校におけるいじめの府内認知件数（出典：児童生徒の問題行
動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査）

Ｈ30年度 Ｈ29年度 Ｈ28年度
府内 全国公立 府内 全国公立 府内 全国公立

小学校 91.1% 84.7% 90.8% 86.42% 95.8% 91.2%
中学校 80.1% 82.8% 80.8% 83.9% 92.1% 88.9%
■�いじめの解消率（出典：児童生徒の問題行動・不登校等生徒
指導上の諸課題に関する調査）

子どもを性犯罪から守るために
　大阪府では、社会全体で子どもを性犯罪
から守ることを基本に、子どもが性犯罪に
遭わない、加害者を生み出さない社会の実
現をめざし、「大阪府子どもを性犯罪から守
る条例」を平成24（2012）年10月に施行し
ました。この条例は、子どもに不安を与える
行為等を規制するほか、子どもに対する性
犯罪を犯して刑期を満了した人への社会復
帰支援を行うことなどが定められています。

学校における児童・生徒のための 
「被害者救済システム」
　学校において、児童・生徒が被害者となる
事象（教職員による児童・生徒に対するセク
シュアル・ハラスメント及び、体罰、児童・生
徒間のいじめ等）が生起した際に、課題の解
決や児童の救済を図ります。対象校は、府内
の公私立小・中学校（義務教育学校を含む）・
高等学校・支援学校です。

　詳しくは、リーフレットをご覧ください。
　　→子どもを守る被害者救済システム
　　（平成29（2017）年12月改定版）
　　　�URL　http://www.pref.osaka.lg.jp/

jidoseitoshien/kyuusai/index.html

子どもの貧困対策
　子どもの将来が生まれ育った環境によっ
て左右されることのないよう、貧困の状況
にある子どもが健やかに育成される環境を
整備するとともに、教育の機会均等を図る
ため、平成26（2014）年１月に「子どもの貧
困対策の推進に関する法律」が施行され、同
年８月には、「子どもの貧困対策に関する大
綱」が策定されました。
　平成27（2015）年の日本の子どもの貧困
率（※）は13.9％（７人に１人）で12年ぶり
に改善しましたが、ひとり親家庭では
50.8％と非常に高い水準となっており、対
策が急務となっています。
　大阪府では、平成27（2015）年３月に「大
阪府子ども総合計画」を策定し、この計画を
同法に基づく「子どもの貧困対策計画」に位
置付け、総合的な子どもの貧困対策を推進
しています。
　平成28（2016）年度は、府域における子
どもの生活実態や学習状況の把握のため、
「子どもの生活に関する実態調査」を実施
し、平成29（2017）年度は、その調査結果を
踏まえ、子どもの貧困対策計画に掲げる事
業をベースに全庁挙げて総点検を実施し、
具体的取組を取りまとめました。平成30
（2018）年度から、とりわけ、子どもの貧
困対策を社会全体で進めるという機運を高
めるとともに、善意の受け皿として創設し
た「子ども輝く未来基金」を活用し、子ども
食堂における学習教材の提供やひとり親家
庭の子どもに対するスポーツ・文化行事な
どの体験活動への参加支援などに取り組ん
でいます。また、子どもや保護者のセーフ
ティネットの構築やひとり親家庭の雇用促
進に取り組む市町村を後押しするため、「子
どもの貧困緊急対策事業費補助金」を創設
し、市町村の取組を支援しています。
　今後も国や市町村と連携し、子どもの貧
困対策を一層推進していきます。
※�貧困率とは、世帯収入から国民一人ひとりの所得を試算
して順番に並べたとき、真ん中の人の所得の半分（貧困
線）を下回る人の割合のことをいい、子どもの貧困率は、
18歳未満でこの貧困線を下回る人の割合をさします。

〈法務省　子どもの人権110番〉
「いじめ」、虐待など、子どもの人権問題に関する専用相談電話です。

●電話番号：0120－007－110（全国共通・通話無料）
●受付時間：平日８時30分から17時15分
　インターネットでの相談も受け付けています。詳しくは、　 子どもの人権 110番 検 索
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身近な人権のこと

高齢者の社会参加
　年齢を重ねるにしたがって体力が低下す
ることは避けることはできませんが、個人
差もあり、高齢期になっても意欲的に社会
参加している人はたくさんいます。年齢だ
けを理由に社会参加する機会を奪うことが
あってはなりません。大阪府は、総人口の
27.5％が65歳以上（平成30（2018）年10
月１日現在　総務省推計人口）で、超高齢社
会です。
　また、超高齢社会が進むのに伴い、認知症
の高齢者がさらに増加することが見込まれ
ています。平成29年版高齢社会白書による
と、平成24（2012）年は認知症高齢者数が
462万人と、65歳以上の高齢者の約７人に
１人（有病率15.0％）でしたが、2025年に
は約５人に１人になるとの推計もありま
す。�
　高齢者が、社会の重要な一員として尊重
され、就業をはじめ多様な社会活動に参加
する機会が確保される社会を形成すること
が必要です。
　また、高齢者に対するあらゆる形態の虐
待をなくさなければなりません。すべての
人が年齢を重ねるごとに充実感を感じ、健
康かつ安全な生活を送ることができる、持
続可能で適切な支援を提供する必要があり
ます。
　このような取組を通じて、活力ある高齢
社会を築くことが必要です。

すべての世代のための社会の 
創造
　国連は、昭和57（1982）年に各国の指針
である「高齢者問題国際行動計画」を採択し

「雇用と所得の保障、健康と栄養、住宅、教
育、社会福祉」の領域でとるべき行動を勧告
しました。平成14（2002）年には、「高齢化
に関するマドリッド国際行動計画」を採択
し、高齢化の課題に対処し「すべての世代の
ための社会」の創造を推進することを宣言
（※）しました。
※�平成３（1991）年に「自立・参加・ケア・自己実現・尊厳」
の５項目を示した「高齢者のための国連原則」は、この
宣言に引き継がれました。

高齢社会対策基本法など
　日本では、平成７（1995）年に「高齢社会
対策基本法」が施行されました。この法律で
は、高齢者がさまざまな社会活動に参加す
る機会を確保するとともに、社会を構成す
る重要な一員として尊重され、健やかで充
実した生活を営むことができる社会の構築
が必要であると示されています。
　この法律は、政府が推進すべき基本的か
つ総合的な指針として「高齢社会対策大綱」
の策定を義務付けており、平成８（1996）
年７月、平成24（2012）年３月の２回にわ
たって策定されました。
　また、平成18（2006）年には「高齢者虐待
の防止、高齢者の養護者に対する支援等に
関する法律」が施行されました。

大阪府では
　平成６（1994）年度より、保健福祉サー
ビスの整備目標を示した「ふれあいおおさ
か高齢者計画」を定め、施策を計画的・総合
的に進めてきました。平成30年度からは、
府の介護保険施策の方向性を定める「羅針
盤」となる「大阪府高齢者計画2018」（平成
30年３月策定）に基づき、団塊世代の全て

が75歳以上となる2025年、及び、介護需要
がピークを迎える2040年に向け、施策を
推進しています。
　また、認知症の方ができる限り住み慣れ
た良い環境で暮らし続けるため、地域の
方々が認知症について正しく理解し、偏見
を持たず、認知症の方やその家族を温かく
見守る応援者として、自分のできる範囲で
活動することが期待される「認知症サポー
ター」を市町村とともに養成しています。
　高齢者虐待の防止については、市町村の
高齢者虐待対応力の向上を図るために、市
町村や地域包括支援センターの職員に対す
る研修を体系的（初任者、現任者、管理職対
象）に実施するとともに、支援困難事例に対
応する市町村への助言及び弁護士、社会福
祉士の専門職チームの派遣、市町村での取
組状況等の情報交換の場の設定等、市町村
における高齢者虐待防止体制整備への支援
を行っています。
　養介護施設等での高齢者虐待防止の支援
としては、施設職員の高齢者虐待への理解
の促進、施設内での虐待防止研修の実施促
進等を図るため、養介護施設従事者等を対
象とした高齢者虐待防止研修を実施してい
ます。
　また、介護保険施設等における身体拘束
ゼロに向けた自主的な体制整備の取り組み
を推進するため、各施設の実態に応じたマ
ニュアルを作成するための支援等を行って
います。その他、高齢者の尊厳を基本とする
より良いケアの提供と技術の向上を目的と
した研修会（身体拘束ゼロ推進員研修）を実
施しています。

高齢者は「人生の先輩」です。

高齢者の人権のこと

■ 大阪府における高齢者虐待の状況
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養護者による虐待の種別・類型（N＝1,389重複あり）

大阪府「平成 29年度大阪府内市町村における高齢者虐待の対応状況」より

養護者（※）・養介護施設従事者等による虐待の相談は…
市町村や地域包括支援センターに相談してください。詳しくは府ホームページをご覧ください。
※日常的に高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等

大阪府 高齢者虐待防止への取組 検 索
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身近な人権のこと

高齢者を狙った財産・金銭の搾取

　一人暮らしの高齢者や認知症高齢者、障
がいや疾病を有する高齢者等の中には、財
産や金銭を搾取されるといった権利侵害の
事例も見受けられます。
　実体のはっきりしない事業への投資を勧
誘したり、投資詐欺の被害者に被害回復を
装って新たな投資商品を購入させたりする
等、高齢者を狙った悪質な手口のトラブル
が依然として多く発生しています。
　平成30（2018）年の特殊詐欺（※）につ
いては、認知件数が1,771件、被害総額は

37億円を超えています。また、被害者の
約８割が70歳以上の高齢者で、そのうち
「オレオレ詐欺」については、女性が８割
以上を占めており、まさに高齢者の個人資
産が狙われています。
　また、平成30（2018）年の傾向として、
被害者の隙を見てキャッシュカードを別の
カードにすり替えて盗む「特殊詐欺（窃盗）」
が急増しています。
　大阪府消費生活センターでは、「消費の
サポーター」（情報提供ボランティア）に

よるミニ講座の実施や生活情報誌「くらし
すと」、府政だより等を通じて、被害を未
然に防止するためのさまざまな情報を提供
しています。また、高齢者の被害の未然防
止には、周囲の人々の見守りが不可欠であ
るため、福祉部との連携により、福祉関係
従事者への見守りの視点の啓発を行うとと
もに、府内のコンビニエンスストアやスー
パーマーケット等に店主・従業者向けの高
齢者見守りハンドブックの配布を行いまし
た。

■ 被害者の年齢・性別構成（平成 30 年）

特殊詐欺全体 オレオレ詐欺 特殊詐欺（窃盗）

性　別 男性（%） 女性（%） 男性（%） 女性（%） 男性（%） 女性（%）

全　体 20.5 79.5 12.0 88.0 22.8 77.2

～29歳 1.4 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0

30～39歳 1.4 1.2 0.0 0.1 0.0 0.0

40～49歳 0.5 1.7 0.0 0.4 0.0 0.0

50～59歳 1.8 2.5 0.0 0.3 0.0 1.3

60～69歳 3.8 6.4 0.7 3.9 3.4 6.0

70歳～ 11.6 65.6 11.3 83.2 19.5 69.8
※各欄それぞれを四捨五入しているため、各欄の数値の合計が100%にならない場合がある。

＜大阪府警察統計データに基づく＞

※特殊詐欺
　被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振り込みその他の方法により、
不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪（現金等を脅し取る恐喝及び隙を見てキャッシュカード等を窃取する窃
盗を含む。）の総称であり、振り込め詐欺（オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺及び還付金等詐欺）のほか、金融
商品等取引名目、ギャンブル必勝法情報提供名目、異性との交際あっせん名目等の詐欺、特殊詐欺（窃盗）等があります。

【オレオレ詐欺】
　親族を装うなどして電話をかけ、会社における横領金の補填金
等のさまざまな名目で現金が至急必要であるかのように信じ込
ませ、動転した被害者に指定した預貯金口座に現金を振り込ませ
るなどの手口による詐欺
【特殊詐欺（窃盗）】
　電話でだまされた被害者の隙を見てキャッシュカードを別の
カードにすり替える手口による窃盗
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身近な人権のこと

バリアフリー
　身近なところで障がいのある人もない人
も当たり前に暮らす……そのためになくて
はならないことが「バリアフリー」です。「バ
リアフリー」とは、行動や人間関係をさまた
げるバリア（壁）をなくしていくことです。
　平成18（2006）年12月には、「高齢者、障
害者等の移動等の円滑化の促進に関する法
律」（バリアフリー法）が施行され、これまで
別々の法律で行われてきた特別特定建築物
（※１）についての移動等円滑化基準への適
合義務及び旅客施設等に関するバリアフ
リー対策が一体的に整備されるようにな
り、対象者や対象施設も拡大されました。
　平成21（2009）年10月には、「大阪府福
祉のまちづくり条例」をバリアフリー法に
基づく委任条例（第３章）とする内容に改
正・施行しました。その後、平成28（2016）
年４月には、条例の理念や趣旨を府民等に
理解いただくとともに、条例に規定する基
準や配慮すべき事項を分かりやすく示すた
め、「大阪府福祉のまちづくり条例ガイドラ
イン」を策定・公表しました。
　その後、国の「高齢者、障害者等の円滑な移
動等に配慮した建築設計標準」が改正された
ことなどを考慮し、同ガイドラインの充実を
図るため平成29（2017）年12月に改訂し
ました。
　また、解消しなければならないバリアの
一つに、一人ひとりのこころのバリアがあ
ります。障がい及び障がいのある人に対す
る理解と認識の不足から、就労における差
別や入居拒否などの問題、社会福祉施設な
どの設置に際して地域住民との摩擦(いわ
ゆる施設コンフリクト)が発生するなどの
問題もあります。
　一人ひとりが、こころのバリアをなくし
ていくことが必要です。
※１　特別特定建築物
　病院、診療所や物販店等、不特定かつ多数の者が利用
し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する特定建築
物（バリアフリー法第２条第17号、同法施行令第５条）

障がい者の完全参加と  
平等のために
　平成18（2006）年12月に、国連総会で
「障害者の権利に関する条約」（障害者権利
条約）が全会一致で採択され、日本は、障害

者基本法の改正や障害者差別解消法の制定
等、国内法を整備し、平成26（2014）年１月
に条約を締結しました。
　一方、国内では平成５（1993）年に、すべ
ての障がい者は社会を構成する一員として
あらゆる分野の活動に参加する機会が確保
されることを示した「障害者基本法」が施行
され、平成16（2004）年には障がいを理由
とする差別禁止の規定が追加されました。
　平成23（2011）年には、基本理念に「共生
社会の実現」が掲げられたほか、障がい者を
本人の障がいのみでとらえるのではなく、
社会的障壁（障がい者が日常生活や社会生
活において受ける制限をもたらす原因とな
る事物、制度、慣行、観念その他一切のもの）
という社会との関係性によってとらえるこ
とや、社会的障壁の除去について、負担が過
重でないときは必要かつ合理的な配慮が求
められることとなりました。
　また、平成24（2012）年10月には自治体
への通報などを義務付けた「障害者虐待の
防止、障害者の養護者に対する支援等に関
する法律」が施行されました。
　さらに、平成25（2013）年４月に施行さ
れた、障害者自立支援法に代わる「障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律」（障害者総合支援法）において
も、基本理念に「共生社会の実現」や「社会的
障壁の除去」が位置付けられたほか、制度の
谷間を埋めるべく、障がい者の定義に難病
等が加えられるなど、障がい福祉サービス
の充実が進められています。
　平成25（2013）年６月には、すべての国
民が障がいの有無によって分け隔てられる
ことなく、人格と個性を尊重し合いながら
共生する社会の実現に向け、障がいを理由
とする差別の解消を推進することを目的と
した「障害を理由とする差別の解消の推進
に関する法律（障害者差別解消法）」が制定
され、平成28（2016）年４月に施行されま
した。この法律では、障害者基本法に規定さ
れた「差別の禁止」に関する具体的な内容を
示し、それが遵守されるための具体的な措
置等を定めており、行政機関等及び事業者
に対し、障がい者差別解消に向けた取組を
求めるとともに、普及啓発活動等を通じて

障がい者も含めた国民一人ひとりによる自
発的な取組を促しています。

大阪府では
　平成30（2018）年３月に「第４次大阪府
障がい者計画（後期計画）」を策定し、「人が
人間(ひと)として支えあいともに生きる自
立支援社会づくり」を基本理念に、すべての
障がい者の地域での自立と社会参加の実現
をめざし、様々な施策に取り組んでいます。
　その一つとして、「大阪府障害者等の雇用
の促進等と就労の支援に関する条例」（ハー
トフル条例）に基づき、障がい者等の雇用促
進に取り組んでいます。条例では、「障害者
等の雇用の促進等と就労の支援は、障害者
等が社会を構成する一員として社会経済活
動に参加する機会が与えられることを旨と
して行わなければならない」という基本理
念や、府、事業主、事業主団体及び府民が果
たすべき責務や府の基本的施策を定めると
ともに、契約の締結や補助金の交付等府と
関係がある事業主に法定雇用率の達成を求
める等、事業主の障がい者雇用に向けた取
組を誘導・支援しています。
　また、「施策の谷間」の１つとされた発達
障がいについては、平成26（2014）年３月
に「大阪府発達障がい児者支援プラン」を策
定し、障がい特性の理解に基づいた重層的
な支援体制の構築をすすめています。
　さらに、平成27（2015）年３月に策定し
た大阪府障がい者差別解消ガイドライン
（平成30年３月改訂）等による啓発活動と、
平成28（2016）年４月に施行した大阪府障
がい者差別解消条例に基づく相談、紛争の
防止・解決の体制整備を車の両輪として、
障がいを理由とする差別の解消に向けた取
組を進めています。
　大阪府は、この条例に基づき、広域支援相
談員を配置し、市町村の相談機関における
相談事案（事業者における差別解消が対象）
の解決を支援するとともに、相談機関では
解決が困難な広域的・専門的な相談事案等
に対応しています。また、知事の附属機関と
して大阪府障がい者差別解消協議会を設置
し、障がい者差別解消の取組みの推進を
図っています。

こころのバリア、ありませんか？

障がい者の人権のこと ※�大阪府では、マイナスのイメージがある「害」の字をできるだけ用いないで、ひらがなで�
表記することとしています。（法令等の例規文書や固有名詞等を除く）
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身近な人権のこと

　加えて、市町村や障がい者団体などと連
携して、府民の障がい及び障がいのある人に
対する理解を深める取組を行っています。

障がい者虐待に対する取組
　平成24（2012）年10月に「障害者虐待の
防止、障害者の養護者に対する支援等に関
する法律」（障害者虐待防止法）が施行され、
全市町村で障がい者虐待に対応する窓口を
明確にするとともに、障がい者虐待の早期
発見・対応を担う障がい者虐待防止セン
ターの設置等、体制整備が進められました。

　府内における平成29（2017）年度の障が
い者虐待事案に関する相談・通報・届出受
理件数は、養護者によるものが1,009件（う
ち虐待認定件数188件）、障がい者福祉施設
従事者等によるものが267件（うち虐待認
定件数59件）、使用者によるものが67件で
した。
　大阪府では、使用者による虐待の通報へ
の対応や市町村及び関係機関との連絡調整
等の後方支援を担う「大阪府障がい者権利
擁護センター」を福祉部障がい福祉室に設
置しています。また、市町村が障がい者虐待

に対し適切に取り組めるように、障がい者
虐待対応マニュアルの普及の促進や研修を
実施しています。さらに、市町村における対
応困難な障がい者虐待事案に対し、弁護士
や社会福祉士等の専門家の助言などを通し
た支援を行っています。障がい者福祉施設
従事者等による虐待防止の体制づくりを図
るためには、事業所等職員向け虐待防止研
修を通じ、障がい者虐待について理解を深
め、効果的な虐待防止策を講じることがで
きるよう支援しています。

障がい者に関するマーク

大阪ふれあいキャンペーン実行委員会発行「大阪ふれあいおりがみ」より

障がいを理由とする差別に関する相談は…
市町村の相談窓口（障がい福祉担当課等）に相談してください。
詳細は府ホームページをご覧ください。

大阪府 障がいを理由とする差別の解消に向けて 検 索

養護者（※）・障がい者福祉施設従事者等・使用者による虐待の相談は…
市町村の障がい者虐待防止センターに相談してください。詳細は府ホームページをご覧ください。
※障がい者の介護、世話をする家族、親族、同居人など

大阪府 障がい者虐待防止のための取り組み 検 索
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身近な人権のこと

同和問題とは
　同和問題とは、日本社会の歴史的発展の
過程で形づくられた身分階層構造により、
日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社
会的、文化的に低位の状態を強いられ、現在
でも日常生活の上で差別を受けるなどの日
本固有の人権問題です。

大阪府では
　昭和40（1965）年に出された国の同和対
策審議会の答申は、同和問題を居住権や教
育権などの基本的人権が保障されていない
問題であると示しました。この答申を受け
て、財政上の特別措置を講じるための法律
が定められ、大阪府においても、地域の住宅
や道路などの劣っていた生活環境を改善す
る事業が昭和44（1969）年から平成14
（2002）年までの間実施され、生活環境は
大幅に改善されました。
　財政上の特別措置としての同和対策事業
は平成14（2002）年で終了しましたが、イ
ンターネット上での差別的な書き込み等の
差別事象が発生しており、同和問題が解決
されたとは言えない状況であり、総合相談
事業の実施による相談の受付や人権総合講
座の開催、人権啓発誌の作成・配布による啓
発を行っているところです。
　平成28（2016）年に施行された「部落差
別の解消の推進に関する法律」の趣旨も踏
まえ、引き続き同和問題解決に向けた取組
を推進しています。

差別につながる調査の規制
　本人の能力や資質とは全く関係なく、結
婚や就職などの人生の大切な時期に、同和
地区出身という理由だけで差別を受けると

したら…。同和問題は、差別された人たちに
耐えがたい苦痛を与え、人を愛する喜びや
働く喜びを奪う許されない行為です。
　「大阪府部落差別事象に係る調査等の規
制等に関する条例（昭和60（1985）年制定、
平成23（2011）年一部改正）」により、部落
差別を引き起こすおそれのある個人調査や
土地に関する調査を規制しています。
　この条例は、部落差別事象の発生を防止
することによって、府民の基本的人権を擁
護することを目的としており、興信所・探偵
社業者に対し、特定の個人の居住地が同和
地区にあるかないかの調査をしないこと等
を義務付けています。
　また、土地の取引に関連して、土地調査等
を行う者に対して、調査対象の土地が同和
地区にあるかないかの調査をしないこと等
を義務付けています。
　平成23（2011）年11月に、偽造した職務
上請求書を利用するなどして戸籍謄本等を
不正に取得する全国的な事件が発覚し、事
件に関与した探偵社業者や法務事務所関係
者等が逮捕される事態となりました。
　また、この事件に関わって大阪府内でも
多数の戸籍謄本等が不正取得されていたこ
とが判明しています。
　こうした不正請求を防止するため、府内
市町村において、戸籍謄本等の不正請求を
目的として、戸籍謄本や住民票の写しなど
を本人の代理人や第三者に交付した場合、
希望する本人に交付したことを知らせる本
人通知制度が導入されています。（詳細は
30ページをご覧ください）

■�「大阪府部落差別事象にかかる調査等の
規制等に関する条例」の解説動画を
YouTubeでご覧いただけます。

　URL：https://www.youtube.com/
watch?v=yzF5QVgYmuA�

えせ同和行為の排除
　同和問題の解決を阻む大きな要因になっ
ているものの一つに、いわゆるえせ同和行
為があります。
　えせ同和行為とは、同和問題を口実とし
て高額な図書や機関紙を売りつけたり、寄
付金、賛助金・融資を強要するなど、不当に
利益を得る行為を指します。えせ同和行為
は、府民に同和問題について誤った差別意
識を植え付けるとともに、国、地方公共団
体、民間運動団体等が永年にわたって努力
してきた同和問題の解決のための教育や啓
発の効果を覆すことにもなりかねません。
　えせ同和行為に対処するためには、同和
問題に関する正しい知識を得ることを通じ
て、そのような行為に対してき然とした態
度で臨むことが重要です。また、窓口担当者
に対応を任せきりにするのではなく、組織
全体の問題として対応することも大切で
す。具体的な要求を受けたときは、法務局、
警察、弁護士会などに相談してください。

大阪府えせ同和行為対策関係機関
連絡会（大阪法務局人権擁護部内）
Tel ： 06－6942－9492

差別意識の解消が必要です

同和問題のこと

■ 令和元年度同和問題啓発ポスター■ 質問：家を買ったり借りたりする際に重視する（した）立地条件

「人権問題に関する府民意識調査（平成27年度）」より
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身近な人権のこと

「多文化共生」の時代です

外国人の人権のこと
外国人を取り巻く状況
　国際化が進んできたことによって、さま
ざまな国籍の外国人が幅広い分野の職業に
従事し、留学生や外国人旅行者も多数来日
しています。
　大阪府には、164カ国、約23万９千人の
外国人が暮らしており、府民の37人に１人
が外国人という計算になります（平成30
（2018）年12月31日現在）。また、平成30
年中に大阪府に訪れた訪日外国人旅行者数
は約1,142万人（大阪府独自推計）で、近年増
加傾向にあります。
　このように、多くの外国人が来日してい
る中で、その文化、習慣、価値観への理解が
不十分であること等から、差別落書きのほ
か、外国人であることを理由にした入居や
入店の拒否といった差別的な対応が起こっ
たり、賃金や労働時間が日本人と異なるな
ど、就労において不利益な扱いを受けたり
する事例もあります。また、地域の中で誰に
も相談できずに課題を抱えたまま孤立して
いたり、騒音やゴミ出しなど文化や生活習
慣の違いにより住民と摩擦が生じたりする
事例もあります。

　このほか、国民年金の受給資格が得られ
なかった在日外国人の高齢者、障がい者の
年金問題や、福祉サービスについても、言葉
や食事、生活習慣の違いから利用が難しい
状況が見られます。
　このため、多言語による情報提供や日本
語学習の機会の確保など円滑なコミュニ
ケーションのための取組に加え、国籍や民
族などの異なる人々が、互いの文化的な違
いを認め合い、多様性を受け入れ、対等な関
係を築くとともに国際的視野に立って一人
ひとりの人権を尊重し、社会の構成員とし
てともに生きていく「多文化共生」社会を築
いていくことが必要です。

在日韓国・朝鮮人の歴史的  
経緯とは
　大阪府で暮らしている外国人の約５割は
韓国籍・朝鮮籍の人です。その多くは日本
が朝鮮半島を領土としていた歴史的経緯に
より、第二次世界大戦以前から暮らしてい
る人とその子孫です。
　戦後、さまざまな事情により多くの人が
日本にとどまることになりましたが、その

後の制度改正により、外国籍の人＝外国人
であるとされたのです。
　現在、この人たちの中には、差別を避ける
ため、本名ではなく日本名（通名）で生活す
る人もいます。

大阪府では
　平成14（2002）年に「大阪府在日外国人
施策に関する指針」（※）を定めて、すべての
人が人間の尊厳と人権を尊重し、国籍、民族
等の違いを認め合い、ともに暮らすことの
できる共生社会の実現をめざし、在日外国
人施策を総合的に進めています。

※大阪府在日外国人施策に関する指針
〈基本方向〉
・人権尊重意識の高揚と啓発の充実
・暮らし情報の提供と相談機能の充実　
・�安心のための医療・健康・福祉サービス体
制の充実

・国際理解教育・在日外国人教育の充実
・府政への参画推進

■ 大阪府の国籍・地域別在留外国人数
単位：人

平成26（2014）年
12月

平成27（2015）年
12月

平成28（2016）年
12月

平成29（2017）年
12月

平成30（2018）年
12月

韓国・朝鮮 114,373 111,863 109,322 107,090 105,184
中国 51,121 52,856 56,217 60,024 63,315

ベトナム 6,958 10,494 14,260 19,789 25,641
フィリピン 6,524 6,853 7,331 7,895 8,471
台湾 4,198 5,346 5,951 6,620 7,058

法務省「在留外国人統計」を基に作成

■ 訪日外客数及び来阪外客数の推移
単位：万人

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
全国 1,341 1,974 2,404 2,869 3,119
大阪 376 716 940 1,110 1,142

※日本政府観光局（JNTO）及び観光庁資料により作成
※�来阪外客数は、日本政府観光局 (JNTO) の「訪日外客数」に、観光庁の「訪日外国人消費
動向調査」の訪問率を乗じて算出　（大阪府独自推計）

～大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例の制定～
　特定の人種や民族の人々を排斥する差別的言動、いわゆるヘイトスピーチは、人としての尊厳を傷つけ、差
別意識を生じさせることとなり、許されないものです。
　平成28（2016）年６月に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法
律」が施行され、大阪府においても、ヘイトスピーチをなくし、すべての人が相互に人種や民族の違いを尊重し
あって共生する社会を築くことをめざし、令和元年11月に「大阪府人種又は民族を理由とする不当な差別的言
動の解消の推進に関する条例」を施行しました。
　大阪府は、ヘイトスピーチの解消に向けて、さらなる啓発に取り組んでいきます。府民、事業者の皆様も、こ
の条例をきっかけにして、ヘイトスピーチの解消の必要性についてご理解を深めていただくとともに、ヘイト
スピーチを許さない、互いの人権を尊重し合う社会をともに築いていきましょう。

ヘイトスピーチゆるさへん！

■ 法務省　外国人のための人権相談
日本語を自由に話すことができない方のために、全国の法務局・地方法務局では、以下の相談窓口を設けています。
○�外国人のための人権相談所（法務局における面談による相談です。10言語（英語、中国語、韓国語、フィリピノ語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール
語、スペイン語、インドネシア語、タイ語）に対応しています。）

○�外国語人権相談ダイヤル：0570－090911　（全国共通・平日９時～17時。10言語（英語、中国語、韓国語、フィリピノ語、ポルトガル語、ベトナム語、
ネパール語、スペイン語、インドネシア語、タイ語）に対応しています。）

○外国語インターネット人権相談受付窓口　（英語及び中国語に対応しています。）
※詳しくは、　 外国人のための人権相談 検 索
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身近な人権のこと

HIV感染症／エイズとは
　HIVというウイルスが体の中で増える
と、体に備わっている抵抗力（免疫）が徐々
になくなり、健康なときにはかからない感
染症や悪性腫瘍等が引き起こされます。こ
の状態をエイズ（AIDS：後天性免疫不全症
候群）と呼び、昭和56（1981）年にアメリカ
で最初の症例が報告され、その後急速に世
界に広がりました。
　現在は、医療の飛躍的な進歩等により、
20歳の方があと何年生きられるかを示す
平均余命は、2010年時点でHIV陽性者が＋
55年、HIV非陽性者が＋60年とほとんど差
がない状況です。「エイズ＝死」のイメージ
は過去のものであり、慢性疾患の一つとい

う位置付けになっています。
　HIV陽性者は、世界で約3,790万人（平成
30（2018）年 末 現 在 ）で す。日 本 は、
30,149人、うち大阪府では3,549人（平成
30（2018）年末現在）と報告されています。
（参考資料：エイズ予防情報ネット）

HIV陽性者に対する差別
　HIV感染症に対する誤った知識や偏見か
ら、感染を理由とした就職拒否や入居拒否
などの人権侵害が起こっています。
　HIVは、陽性者と一緒にいても日常生活
での接触で感染することはありません。主
な感染経路は性行為で、誰もが感染する可
能性がありますが、コンドームを使用する

など正しい知識を持って行動することで、
感染を防ぐことが可能です。
　また、HIVに感染しても、現在では医療の
進歩により、治療を続けながら感染する前
と同じ生活を続けることが可能です。
　一人ひとりが正しい知識を持ち、HIV陽
性者が安心して学び、働き、生活できる社会
を築くことが必要です。

感染症の予防及び感染症の  
患者に対する医療に関する法律
　平成10（1998）年には、後天性免疫不全
症候群（エイズ）等感染者の人権に配慮した
施策の推進を基本理念とする ｢感染症の予
防及び感染症の患者に対する医療に関する
法律」が制定されています。

大阪府では
　HIV・エイズに関する研修会の開催や啓
発冊子を作成・配布するなど、正しい知識
を伝えることにより、感染予防及び陽性者
への配慮についての普及・啓発に努めてい
ます。

必要なのは、正しく知ること

HIV陽性者の人権のこと

■ 大阪府のHIV感染者・エイズ患者の現状
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HIV感染者・エイズ患者報告数年次推移

ＨＩＶ感染者
エイズ患者

累計（2018年末）

患者 882人
感染者2,667人

こんなことでは感染しません
●握手をしたり身体にふれる
●空気・水
●せき・くしゃみ
●食器や箸を共有する
●吊り革、手すり
●公衆浴場・トイレ
●プール・シャワー
●理容・美容　など日常生活
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身近な人権のこと

ハンセン病に関する患者・元患者・その家族がおかれていた境遇を踏まえて

ハンセン病回復者やその家族の人権のこと
ハンセン病とは
　感染者が差別を受けてきた病気の一つに
ハンセン病があります。
　ハンセン病とは、らい菌によって引き起
こされる病気です。しかし、らい菌の病原性
は非常に低く、感染することはきわめてま
れであり、感染しても発病する人はさらに
少なくなります。また、優れた治療薬が開発
されていて、早期発見・早期治療により後
遺症を残さずに治る病気になっています。

法律による強制隔離
　明治時代に「ハンセン病は感染症」という
情報が日本にも入ってきましたが、それま
で信じられていた遺伝病説は完全には消え
ず、それに加えて必要以上に感染症である
ことが強調され、社会に広まりました。そし
て、「患者を隔離することによってのみ社会
が救われる」と考えられてしまいました。こ
うして、法律による強制的な隔離政策が明
治40（1907）年法律第11号「癩予防ニ関ス
ル件」が制定されてから、平成８（1996）年
に「らい予防法」が廃止されるまでの間進め
られ、そのことが社会の偏見や差別意識を
助長し、患者やその家族に大きな苦難と苦
痛を強いてきました。

ハンセン病療養所の現状
　令和元（2019）年５月１日現在、全国の
療養所で1,215人の回復者が生活していま
す。療養所と社会の交流は徐々に進み、地域
社会へ復帰した人もわずかながらいます。
しかし、過去にあった宿泊拒否に見られる
ように、病気に対する根強い誤解や無理解
が入所者の地域社会への復帰や交流を妨げ
ています。

　入所者が地域社会へ復帰・交流すること
のできる環境をわたしたちみんなで早く整
え、二度とこうした間違いが起こらないよ
うにしていくことが必要です。
　また、入所者自身が高齢で身寄りがない
ことや長期間にわたり社会との交流を絶た
れてきたことなどから、社会復帰が困難な
状況もあります。

ハンセン病問題の解決の促進 
に向けて
　強制的な隔離政策で人権侵害されたとし
て、ハンセン病療養所の入所者らが起こし
ていた「らい予防法違憲国家賠償請求訴訟」
で、平成13（2001）年に原告の主張をほぼ
認めた判決が出されました。そして同年、
「ハンセン病療養所入所者等に対する補償
金の支給等に関する法律」が施行され、その
名誉回復等を国が行うこととされました
が、今なお偏見や差別が社会に根強く残っ
ています。また、親族との断絶や断種、堕胎
を強要されたことによって入所者の多くは
身寄りがなく、また、後遺症等による身体障
がいや高齢等により、療養所での生活を余
儀なくされた方もいます。
　このような状況の中、平成21（2009）年
４月には「ハンセン病問題の解決の促進に
関する法律」が施行されました。この法律で
は、「何人も、ハンセン病の患者であった者
等に対して、ハンセン病の患者であったこ
と又はハンセン病に罹患していることを理
由として、差別することその他の権利利益
を侵害する行為をしてはならない」と規定
されるとともに、ハンセン病回復者等が地
域社会から孤立することなく、良好かつ平
穏な生活を営むことができるようにするた

めの基盤整備、偏見と差別のない社会の実
現、福祉の増進、名誉の回復等のための措置
を計画的に講ずることについて、国や地方
公共団体の責務が明記されました。また、国
立の療養所での十分な医療体制の確保や在
園保障等が明記されています。
　現在も全国の療養所（国立13、私立１）に
1,215人（うち大阪府出身者43人）【令和元
（2019）年５月１日現在】が生活されてい
ます。これらの療養所では、入所者の高齢化
が進み、平均年齢は86歳を超えています。
　また、強制的な隔離政策によって家族も
差別を受けたとして、ハンセン病療養所の
入所者家族らが起こしていた「ハンセン病
家族国家賠償請求訴訟」で、令和元年
（2019）年に国の責任と賠償を認めた判決
が出され、11月22日には、「ハンセン病問
題の解決の促進に関する法律」の対象に家
族を加える改正が行われるともに、「ハン
セン病元患者家族に対する補償金の支給等
に関する法律」が公布・施行されました。
　国は６月22日を「らい予防法による被害
者の名誉回復及び追悼の日」としています。

大阪府では
　啓発冊子の作成・配布、講演会の開催、看
護学生及び高校生とハンセン病療養所入所
者とのふれあい体験交流会の実施などによ
り、ハンセン病に関する正しい知識の普
及・啓発に努めるとともに、ハンセン病回
復者の社会復帰や地域社会での生活等を支
援するコーディネーターを設置するなど、
ハンセン病回復者が安心して生活できるた
めの環境整備に努めています。
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特別な病気ではありません

こころの病に関すること
こころの病とは
　「こころの病」と言っても、種類も症状も
さまざまで、原因が分かっていないものが
多くあります。例えば、うつ病と診断された
場合でも、ストレスがきっかけの場合もあれば、
身体の病気と関係していることもあります。

誰でもかかりうる病気です
　こころの病で通院や入院をしている人た
ちは、国内で419万人（平成29（2017）年厚
生労働省患者調査）です。また、生涯を通じ
て5人に1人がかかるとも言われています。
　しかし、「こころの病は特別な人がかかる
もの」という、古くからの慣習や風評などか
ら生じる先入観や偏見が解消されたとは言
えず、また、このため生きづらさや生活の
しづらさに苦しんでいる人たちがいます。
　こころの病は誰でもかかりうる病気であ

り、こうした先入観や偏見にとらわれない
ことが大切です。

大阪府では
　精神科病院から地域生活への移行の推進
や就労に向けた訓練の実施など、保健・医療・
福祉の面から、さまざまな取組を行ってい
ます。
　また、保健所やこころの健康総合セン�
ターにおいては、精神保健福祉相談をはじ
め、啓発や研修などに取り組んでいます。

■ 主なこころの病とその症状

統合失調症 　こころや考えがまとまりづらくなってしまう病気です。幻覚や妄想などの陽性症状と意欲の低下、感情表現が少な
くなるなどの陰性症状があります。まわりの人には聞こえない声が聞こえたり、話がまとまらなくなったりします。

うつ病 　眠れない、食欲がない、一日中落ち込んでいる、何をしても楽しめないといったことが続いている場合、うつ病の可能性
があります。ものの見方が否定的になり、自分はダメな人間だと感じてしまうことがあります。

躁うつ病
（双極性障害）

　ハイテンションで活動的な躁
そう
状態と、憂

ゆう
うつで無気力なうつ状態を繰り返します。

パニック障害 　突然理由もなく不安になり、動悸やめまい、発汗、窒息感、吐き気、手足の震えといった発作を起こし、そのために生活
に支障が出ている状態です。

依存症 　大麻、シンナー、覚せい剤などの薬物、アルコールなどの使用を自分ではコントロールできなくなり、日常生活に支障
を来す病気です。ギャンブル等や買い物、インターネットなどへの依存もあります。

PTSD
（心的外傷後ストレス障害）

　震災などの自然災害、火事、事故、暴力や犯罪被害など圧倒的な体験の影響で、突然怖い体験を思い出す、不安や緊�
張が続く、眠れないなどの症状が出てきます。このような状態が何か月も続くときにはPTSDの可能性があります。

認知症 　脳の機能が低下し、記憶や思考への影響がみられる病気です。アルツハイマー型認知症、血管性認知症などがあります。

 
 ストレス

とは？
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身近な人権のこと

それだけでも苦痛なのに…

犯罪被害者や家族の人権のこと
犯罪被害者や家族の負担
　犯罪はそれ自体が人権を無視した行為で
す。犯罪被害者は、ある日突然、本人の意
思とは無関係に、犯罪という理不尽な行為
により命を奪われる、身体を傷付けられる
といった直接的な被害を受けるだけでな
く、その後に生じるさまざまな問題（二次
被害）に苦しんでいます。
　犯罪被害者や家族は、こうしたさまざま
な問題に苦しめられているにもかかわら
ず、社会の無理解などから、被害を受けた
原因の一端が被害者自身にあるかのように
誤解され孤立するなど、これまで十分な支
援を受けられずにいました。
　誰もが犯罪被害者になる可能性がありま
す。思いがけず犯罪に巻き込まれ、被害者
となった人たちが置かれている状況や心情
について、わたしたち一人ひとりが正しく
理解し、自分自身に関わる問題として考え
ていくことが必要です。そして、犯罪被害
者や家族が安心して暮らせるよう、社会全
体で支えていくことが求められています。

犯罪被害者等基本法
―犯罪被害者等の権利擁護のために―
　犯罪被害者や家族の権利利益の保護を図
り、支援していこうとする社会的な気運の
高まりを受け、平成17（2005）年４月、「犯
罪被害者等基本法」が施行されました。
　この法律は、基本理念の一つとして、「す
べて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んじ
られ、その尊厳にふさわしい処遇を保障さ
れる権利を有する」と規定し、被害者の権
利を明文化しました。
　同年12月には、国が講ずべき犯罪被害者
等のための施策の大綱等を盛り込んだ「犯
罪被害者等基本計画」が策定されました。
（※）この計画において「犯罪被害者週間」
（11月25日～12月１日）を設定し、平成18
（2006）年度から毎年度、国、地方公共団体、
民間団体等が、犯罪被害者等への理解増進
を図るための啓発事業を実施しています。
（※）�平成23（2011）年３月には「第２次犯罪被害者

等基本計画」が、平成28（2016）年４月には「第
３次犯罪被害者等基本計画」が策定されました。

大阪府では
　これまで平成18（2006）年12月に、犯罪
被害者等に関する施策を総合的・体系的に
推進していくため、基本的な考え方を明ら
かにした「大阪府犯罪被害者等支援のため

の取組指針」を策定しました。この指針に
基づき、犯罪被害者等に関する問題を社会
全体で考え、ともに支え合う、誰もが安心し
て暮らすことができる大阪の実現をめざし
て、「犯罪被害者等の平穏な日常生活への復
帰支援」「犯罪被害者等を支える社会づくり」
を柱として、施策の推進に努めてきました。
　さらに犯罪被害者支援の充実を図るため、
被害者支援の理念や方向性、各主体の責務
を明確にし、府民理解の増進や関係機関と
一体となった総合的な支援を実施する体制
を構築していくこととし、平成31（2019）
年４月に、「大阪府犯罪被害者等支援条例」
を制定しました。
　また、府警察においては、犯罪による精神
的な被害の軽減を図るため、「被害者カウン
セリング制度」を設け、性犯罪等の被害者
や、殺人事件の遺族に対し、要望に応じ、専
門家によるカウンセリングを行っていま
す。また、殺人、強盗致傷等の重大な犯罪の
被害者や遺族に対し、「被害者連絡制度」に
より、捜査の状況等情報の提供を行ってい
ます。さらに、被害者等への支援活動を推
進するため、府警察、府、関係機関・団体で構
成する「大阪府被害者支援会議」を設置し、
総合的な被害者支援を推進しています。

大阪府パンフレット「犯罪被害について考えてみましょう」より

■身近な人が被害に遭ったら─あなたにもできること─

事件についての相談相手 警察との応対の手助け・付添 生活全般（買物など）の手伝い

根堀り葉堀り詮索しない 無責任なうわさ話・
プライバシーの侵害をしない

被害に遭った直後は、気持が動
転していて、何をすればよいの
か判断できない状態にありま
す。そんなとき、信頼できる周囲
の人の支えが大きな助けになり
ます。ただし、そっとしておいて
ほしい被害者もいます。あなた
にできることを探してみてくだ
さい。

■犯罪被害による影響（二次的被害）

精神的ショックや
それに伴う体調不良

警察の捜査や裁判による
精神的・時間的負担

働き手を失った場合、
経済的に困窮

周囲の無責任なうわさ話や
過剰取材・報道によるストレス

この他、大怪我をした場合は、医療費を負担しなければなりませんし、
放火の場合などは、すぐに住む所を探さなければなりません。また、精
神的ショックなどで、会社に行けなくなったり、周囲のうわさ話に耐
えられず、転居を余儀なくされたりと、被害は多方面に広がります。
犯罪被害者やその家族・遺族の方々は、犯罪という直接的な被害に
遭った後に生じる、様々な二次被害に苦しめられることになるのです。
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プライバシーを守るために

個人情報保護のこと
個人情報について
　個人情報（※1）は、わたしたちが日常生
活や事業活動などを営んでいく上で、その
利用が必要不可欠なものです。一方、その内
容に誤りがあったり、本人に無断で収集や提
供がなされた場合、プライバシーなどの個人
の権利や利益を侵害するおそれがあります。
　平成15（2003)年に制定された「個人情
報の保護に関する法律」（個人情報保護法）
では、国・地方公共団体の責務や個人情報取
扱事業者の義務等を定めており、この法律
に基づき、国・地方公共団体は自らが保有す
る個人情報の保護に関する法律や条例を定
め、また、個人情報保護委員会等では個人情
報取扱事業者が守るべきガイドラインを定
めています。
　平成27（2015）年９月には、個人情報保
護委員会の新設や個人情報の定義の明確
化、取り扱う個人情報数が5,000以下の事
業者を規制対象外とする制度の廃止等を柱
とする改正個人情報保護法が成立し、平成
29（2017）年５月に全面施行されました。

大阪府では
　個人情報を安全かつ適正に取り扱うため
のルールとして、「大阪府個人情報保護条
例」を平成8（1996）年から施行してい
ます。この条例では、府の実施機関（※2）
が保有する個人情報について、開示請求権、
訂正請求権、利用停止請求権、是正の申出
権を保障しています。
（※1）�住所、氏名、年齢、職業、学歴、所得、資格、家族構成、

趣味など、実に様々なものが「個人情報」に該当しま
す。氏名等、それ自体が特定の個人と直接結びつく
情報はもちろん、それだけでは誰のものか分からな
い情報であっても、他の情報と組み合わせることで
特定の個人の情報と分かるものも「個人情報」に含
まれます。

（※2）�知事、教育委員会等の行政委員会、警察本部長、府設
立の独立行政法人をいいます。

本人通知制度について
　住民票の写しや戸籍謄本等を第三者が取
得した場合に、事前登録した本人に交付事
実を通知する「本人通知制度」が府内全市
町村で導入されています。
　この制度は、委任状の偽造などによる住
民票の写しや戸籍謄本等の不正請求及び不
正取得の早期発見につながり、個人情報の
不正利用防止や事実関係の究明の一助にな
ります。また、本人に交付した事実を通知
することで不正取得が発覚する可能性が高
まるため、不正請求及び不正取得自体を抑
止する効果も期待されます。

■大阪府個人情報保護条例について
○責務

●�個人情報の保護の重要性を認識し、自らの情
報を適切に管理し、他人の権利を侵害するこ
とのないよう務めなければなりません。

わたしたち一人ひとりは…
責務

●�個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権
利利益を侵害することのないよう適正に取り
扱い、府の施策に協力しなければなりません。

事業者は…
責務

●�個人の権利利益の保護を図るため、個人情報
の保護に関し必要な施策を策定し、実施しなけ
ればなりません。

●�府民からの請求などに対応しなければなりま
せん。

●�事業者に対し、指導・助言を行います。職員も
職務上知り得た個人情報を適正に取り扱わな
ければなりません。

大阪府は…
責務・義務

○わたしたち一人ひとりの権利

（※）知事、教育委員会等の行政委員会、警察本部長、府設立の独立行政法人をいいます。

自らの情報に関する権利が保障されます。
自分に関する情報が見たいとき　─開示請求権─
⃝誰でも、府の実施機関（※）が現に保有する自分に関する情報の開示を請求することができます。
自分に関する情報を利用停止してほしいとき　─利用停止請求権─
⃝�誰でも、府の実施機関が現に保有する自分に関する情報について、条例の定める収集や利用・
提供の制限等に違反して利用・提供していると思うときには、その個人情報の利用停止を請求
できます。

自分に関する情報に誤りがあるとき　─訂正請求権─
⃝�誰でも、府の実施機関が現に保有する自分に関する情報が事実と違う場合には、その個人情報
の訂正を請求できます。

自分に関する情報の取り扱いを是正してほしいとき　─是正の申出権─
⃝�府の実施機関が自分に関する情報を不適切に取り扱っていると思うときは、その取扱いの是正
を申し出ることができます。

災害時に備えた避難行動要支援者名簿と個人情報保護
　災害対策基本法において、高齢者や障がい者などの避難行動要支援者（※）名簿の作成が市町村長に�
義務付けられています。市町村は、本人の同意をもとに、平常時から名簿情報を地域の避難支援等関係
者（民生委員・児童委員、市町村社会福祉協議会、自主防災組織等）に提供し、災害時に備えて迅速・確
実な情報伝達や安否確認、避難誘導等の体制を整えることとなっています。
　名簿情報を提供する際は、市町村の地域防災計画に定めるところにより、相手方に対して、個人情報
の漏えい防止のために必要な措置を講ずるよう求めることなど、避難行動要支援者等の権利利益を保護
するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされています。
※�災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速
な避難の確保を図るために特に支援を必要とする者。

■本人通知制度の主な流れ

本人通知制度の登録者
当該市町村に戸籍又は住民票があり、
利用登録した人

戸籍・住民票の写し等の請求者
代理人・第三者等

市町村の戸籍・住民票交付窓口

①事前登録の申出 ②住民票の写し等の請求

③住民票の写し等の交付④交付した事実を通知
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心ない書き込みで傷ついている人がいます

インターネットによる人権侵害のこと
インターネットの普及とその弊害
　総務省の令和元（2019）年版「情報通信
白書」によると、平成30（2018）年の国内の
インターネット利用率は、79.8％です。ま
た、端末別の利用率では、昨年に引き続きス
マートフォン（59.5％）が最も高く、パソコ
ン（48.2％）を上回りました。
　インターネットは、手軽に情報を入手で
きるだけでなく、誰でも容易に情報を発信
できるメディアとして、また、インターネッ
トショッピングやインターネットバンキン
グなど生活の利便性を高めるものとして普
及してきましたが、近年は、ソーシャル・
ネットワーキング・サービス（SNS）の普及
など、さらに身近になりつつあります。
　反面、特定の個人・団体や不特定多数の人
を誹

ひ ぼ う
謗中傷したり、差別を助長したりする

有害な情報が掲載・投稿されるなど、人権に
関わる問題が多数発生しています。

法律の制定と業界の自主規制
　いったん掲載された情報は、発信者の意
図にかかわらず、さまざまな所に拡散して
しまう可能性があり、完全に削除すること
が困難なことから、憲法が保障する表現の
自由に配慮しながらも、人権を侵害する悪
質な情報については、法的な対応（「特定電
気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及

び発信者情報の開示に関する法律」（プロバ
イダ責任制限法））や業界の自主規制（イン
ターネット接続サービス等に係る事業者の
対応に関するガイドライン等）による対策
が講じられており、また、「私事性的画像記
録の提供等による被害の防止に関する法
律」（リベンジポルノ防止法）も制定されま
した。大阪府では、三者要望（大阪府、大阪府
市長会、大阪府町村長会）及び19都府県・２
政令市で構成する全国人権同和行政促進協
議会による要望等を通じて、有効な法規制
等を国に要望しています。
　さらに、令和元年11～12月に開催した
学識経験者及び弁護士で構成する「大阪府
差別解消に関する有識者会議」における議
論を踏まえ、国に対し、実効性のある取組み
を具体的に働きかけていきます。
　また、通信関連業界４団体では、「本邦外
出身者に対する不当な差別的言動の解消に
向けた取組の推進に関する法律」や「部落差
別の解消の推進に関する法律」が平成28
（2016）年に施行されたことを受け、平成
29(2017)年３月に、「違法・有害情報への
対応等に関する契約約款モデル条項の解
説」を改訂し、契約約款において禁止事項と
されている「他者に対する不当な差別を助
長する等の行為」に、「いわゆるヘイトス
ピーチ」や「不当な差別的取扱いを助長・誘

発する目的で、特定の地域がいわゆる同和
地区であるなどを示す情報をインターネッ
ト上に流通させる行為」が該当することを
同解説で明確化しました。

メディア・リテラシーの重要性
　しかしながら、今なお悪質な書き込みや
投稿が多数発生しており、十分な効果が現
れているとは言えません。
　情報の発信者一人ひとりがモラルと人権
意識を高め、自らが発信する情報に責任を
持つ姿勢が大切であるとともに、利用者も
さまざまな情報に惑わされることなく主体
的に読み解く能力（メディア・リテラシー）
を高めることが求められています。

ネット犯罪から子どもを守る
　インターネットを悪用した犯罪に子どもが
巻き込まれる例が後を絶ちません。近年、コ
ミュニティサイト等を悪用した児童買春や児
童ポルノなど、重大かつ悪質な犯罪の発生が
目立っています。子どもがインターネットを
安全・適切に利用するには、利用目的を明確に
した上で保護者と子どもが話し合い、利用の
ルールをつくることやフィルタリングサービ
スへ加入することなどが大切です。

インターネット上で人権侵害に遭ったとき
　インターネット上に、特定個人の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害したり
する情報（以下「権利侵害情報」といいます。）が掲載された場合、プロバイダ責任制
限法の枠組みに基づき、プロバイダやサーバの管理者・運営者に対して、権利侵害情
報を掲載している者の名前、メールアドレス、住所等の情報の開示請求や権利侵害
情報の削除依頼をすることができます。
　開示請求等の具体的な方法については、違法・有害情報相談センター（※）にご相
談ください。
　また、法務局の人権相談では、人権侵害情報の削除依頼の方法についての助言を
行うなど、被害者自らが被害の回復を図るための手助けも行っています。この手助
けをしても自ら削除依頼を行うことが困難な場合やプロバイダ等が削除依頼に応
じない場合などには、法務局がプロバイダ等へ削除の要請を行う場合もありますの
で、最寄りの法務局にご相談ください。
（法務局への相談は、38ページの「国（法務省）の人権相談窓口」をご覧ください。）
※�総務省の委託を受けて、インターネット上の違法・有害情報への対応に関するアドバイスや関連
の情報提供等を行う相談窓口。

　ホームページ　http://www.ihaho.jp/index.html

■�インターネット上の人権侵害を
防ぐために

⃝他人を誹謗中傷する内容を書き込まない
⃝差別的な発言を書き込まない
⃝安易にあいまいな情報を書き込まない
⃝�他人のプライバシーに関わる情報を書き
込まない

⃝�書き込みが不特定多数の人に見られる可
能性があるということを意識する

　政府広報
　「インターネットを悪用した人権侵害に注意！」より

情報提供のお願い
　大阪府では、インターネット上の差別書
込みの実態を把握し、国に適切な対応を要
望する際の基礎資料とするため、ホームペー
ジに情報提供窓口を設け、広く情報提供を
お願いしています。

大阪府 インターネット 人権 検 索
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身近な人権のこと

北朝鮮による拉致問題とは
　平成14（2002）年９月、平壌で行われた
日朝首脳会談で北朝鮮側が長年否定してい
た日本人の拉致を初めて認め、謝罪し、再発
の防止を約束してから18年が、また、政府
が確認している最初の拉致被害が発生して
から既に40年以上が経過しました。
　政府認定の拉致被害者17名の中には、失
踪当時（昭和55（1980）年６月）大阪市内の
飲食店で勤務していた原敕晁（はらただあ
き）さんも含まれており、大阪に暮らす私た
ちにとっても切実な問題です。
　政府としては、北朝鮮側から納得のいく
説明や証拠の提示がない以上、安否不明の
拉致被害者は全て生存しているとの前提に
立ち、北朝鮮側に対し、全ての被害者の安全
確保及び即時帰国、真相究明並びに拉致実
行犯の引渡しを強く要求しています。そし
て、全ての拉致被害者の一刻も早い帰国を
実現するべく、政府の総力を挙げて最大限
の努力を尽くすとしています。
　また、拉致問題をはじめとする北朝鮮当
局による人権侵害問題に関する国民の認識
を深めるとともに、国際社会と連携しつつ
拉致問題等の実態を解明し、その抑止を図
ることを目的として、平成18（2006）年６
月に「拉致問題その他北朝鮮当局による人

権侵害問題への対処に関する法律」が公
布・施行され、拉致問題等の解決に向けた
国の責務のほか、拉致問題等の啓発を図る
国及び地方公共団体の責務、北朝鮮人権侵
害問題啓発週間（12月10～16日）の創設及
び同週間での国・地方公共団体の啓発事業
の実施等が定められました。
　国際社会においても、国連総会本会議で、
外国人拉致問題への深刻な懸念と早急な�
解決等を求める「北朝鮮人権状況決議」が�
平成17（2005）年以降毎年採択されてい�
ます。
　なお、拉致問題は北朝鮮という国家によ
る犯罪であり、在日韓国・朝鮮人や北朝鮮
の一般の国民には何の責任もありません。
拉致問題について考える際には外国人の人
権への配慮が必要です。

大阪府では
　拉致問題の解決のためには、政府の外交
をはじめとするさまざまな取組はもとよ
り、私たち一人ひとりが関心と認識を深め、
「決して許さない」「必ず取り戻す」との世論
を高めていくことが必要です。
　このため、平成29（2017）年２月には、拉
致被害者の方々に向けて、大阪府知事と大
阪市長が北朝鮮向けラジオ放送「しおかぜ」

に励ましのメッセージを発信しました。
　また「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」に
は、啓発キャンペーンや映画「めぐみ」上映
会などを開催しています。さらに政府拉致
対策本部等と連携し、啓発舞台劇の上演や
拉致被害者家族をお迎えした集会も開催し
ています。
　拉致被害者の皆様の一刻も早い帰国を目
指して、引き続き政府を強力に後押しする
取組を進めます。

拉致被害者の一日も早い帰国を願って

北朝鮮による拉致問題のこと

■ �アニメ「めぐみ」・「拉致被害
者御家族ビデオメッセージ」
上映会のチラシ

■ �大阪府が作成した� �
啓発チラシ

政府の拉致問題対策
本部では、国内外の
拉致問題啓発、特に、
映像による広報が効
果的であると思われ
る若年層の理解増進
をはかるため、アニ
メ「めぐみ」の映像
を積極的に活用して
います。

http://www.rachi.go.jp/jp/megumi/
から無料でダウンロ－ドできます。

■アニメ「めぐみ」

政府認定の拉致被害者17名
　昭和52（1977）年拉致
　　久米 裕 さん《当時52歳》  松本 京子 さん《当時29歳》　横田　めぐみ さん《当時13歳》
　昭和53（1978）年拉致
　　田中 実 さん《当時28歳》  田口 八重子 さん《当時22歳》
　　地村 保志 さん※《当時23歳》  地村（旧姓 濱本）富貴恵 さん※《当時23歳》
　　蓮池 薫 さん※《当時20歳》 蓮池（旧姓 奥土）祐木子 さん※《当時22歳》
　　市川 修一 さん《当時23歳》  増元 るみ子 さん《当時24歳》
　　曽我 ひとみ さん※《当時19歳》  曽我 ミヨシ さん《当時46歳》
　昭和55（1980）年拉致
　　石岡 亨 さん《当時22歳》  松木 薫 さん《当時26歳》 　原 敕晁 さん《当時43歳》
　昭和58（1983）年拉致
　　有本 恵子 さん《当時23歳》  ※平成14（2002）年10月帰国

このほかにも、いわゆる特定失踪者も含め、拉致の可能性を完全には排除できない人がいます。
詳しくは、特定失踪者問題調査会のホームページをご覧下さい。
URL:https://www.chosa-kai.jp/　　　　 特定失踪者問題調査会 検 索

「取り戻す」ためのシンボル・ブルーリボン
　ブルーリボンは、拉致被害者の救出を求める運動の中で発案された�
ものです。ブルーの色は日本と北朝鮮をへだてる「日本海の青」、そして、
被害者と家族を結ぶ「青い空」をイメージしています。
　「誰もが北朝鮮による拉致被害者の生存と救出を信じる意思表示」�
として、青いリボンを着けようという運動がなされています。
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性の多様性について知ってください

性的マイノリティの人権のこと
性の三要素
「性」には、
○�生物学的な性（からだの性）：生物学的な
体の特徴が男性か女性か　　

○�性自認（こころの性）：自分の性をどのよ
うに認識しているか

○�性的指向：恋愛感情や性的な関心がどの
性別に向いているか

の３つの要素があります。
　性的指向（Sexual�Orientationセクシュア
ル・オリエンテーション）と性自認（Gender�
Identityジェンダー・アイデンティティ）を
示す概念として、それぞれの頭文字をとって
SOGI（ソジ）と呼称することもあります。
　性自認や性的指向は、本人の意思で選ん
だり、変えたりできるものではありません。

性的マイノリティを取り巻く現状
　「生物学的な性」と「性自認」が一致している
人や、「性的指向」が異性に向いている人が多
数派とされる一方で、これらにあてはまらな
い性的マイノリティ（少数者）の人がいます。
　性的マイノリティの人権問題に関する社
会の理解はまだ十分に進んでおらず、差別
や偏見が存在する中、多くの当事者が生き
づらさを感じています。
　性的指向に関しては、「男性が男性を、女
性が女性を好きになる」同性愛等に対して
は根強い偏見や差別があり、苦しんでいる
人々がいます。性的指向を理由とする差別
的な取扱いについては、不当なことである
という認識は広がっていますが、いまだ偏
見や差別が起きているのが現状です。
　性自認に関しては、身体の性と心の性と
の食い違いに悩みながら、社会の無理解や
偏見の中、社会生活上の支障を来したり、職
場や学校等で嫌がらせやいじめ、差別を受
け苦しんでいる人々がいます。
　性のありかたは人それぞれです。大切な
のは、その人がどれに当てはまるかを考え
るのではなく、何に困っているかを一緒に
考える意識や態度を身につけることです。
【性的指向についてのマイノリティ】
Lesbian（レズビアン）同性を好きになる女性
Gay（ゲイ）同性を好きになる男性
Bisexual（バイセクシュアル）異性を好きになることもあ
れば、同性を好きになることもある人
【性自認についてのマイノリティ】
Transgender（トランスジェンダー）出生時に決定
された性（からだの性）とは異なる性を自認する人

　各語の頭文字をとって、「LGBT（エル・
ジー・ビー・ティー）」と表現されています。
また、LGBTは性的マイノリティの総称と
しても使われることがあります。
　LGBT以外にも、性的指向や性自認がはっ
きりしない人や揺れ動く人、あるいは性的指
向や性自認を持たない人もいます。また、

「LGBT」と「そうでない人」というような、はっ
きりした境界があるわけではありません。
　近年国内で行われた複数の民間の調査結

果によると、性的マイノリティの人は全人
口の約３~10％いるといわれています。全
人口の10％というと約10人に１人の割合
です。生きづらさを感じている当事者は、あ
なたの周りにもいるかもしれません。

社会の動向
　平成16（2004)年７月施行の「性同一性
障害者の性別の取扱いの特例に関する法
律」により、性同一性障がい(※)の人々のう
ち一定の要件を満たせば、戸籍上の性別記
載を変更できるようになりました。平成20
（2008)年６月には、「現に子がいない」と
いう条件が「現に未成年の子がいない」に緩
和されましたが、依然要件を満たせず、性別
を変更できない人たちが存在するなど、課
題が残っています。
　国では、性的マイノリティの人権問題に
ついて、関係府省においてさまざまな啓発
活動や人権相談が実施されています。平成
27(2015)年４月には文部科学省が、学校
における性的指向や性自認について悩みを
抱える児童生徒に対する、きめ細やかな対
応の実施等を定めた通知を出しています。
また平成29（2017）年１月からいわゆるセ
クハラ指針が改正され、被害を受けた人の
性的指向又は性自認にかかわらず、その人
に対するセクシュアルハラスメントも指針
の対象となる旨が明記されました。
　東京都では、2020年東京オリンピック・
パラリンピック競技大会のホストシティに
ふさわしいダイバーシティを実現するた
め、「東京都オリンピック憲章にうたわれる
人権尊重の理念の実現を目指す条例」を制
定し、性自認や性的指向等を理由とする差
別の解消の推進と、啓発及び教育の推進を
条例に規定しています。（平成31年４月全
面施行）
※�「トランスジェンダー」が性的違和を感じる人々の総称
であるのに対し、「性同一性障害」とは、トランスジェン
ダーの中でも性別違和を解消して希望する性別で生き
るために何らかの医療行為を受けたいと望む人などに
対して、精神科の医師が診断する疾患名です。診断を受
けないトランスジェンダーの人もたくさん存在しま
す。近年、「性同一性障害」の呼称を「性別違和」、「性別不
一致」、「性別不調和」などに改称する動きがあります。

大阪府では
　平成29（2017）年３月に庁内方針を策定

し、性的マイノリティについての正確な知
識の普及のため、職員研修や府民、事業者へ
の啓発を継続的に実施するとともに、人権
をはじめ福祉、医療、雇用・就労、教育等の行
政分野において、当事者や関係者の相談に
応じています。
　さらに、性的指向及び性自認の多様性が
尊重され全ての人が自分らしく生きること
ができる社会の実現を目指し、令和元
（2019）年10月に「大阪府性的指向及び性
自認の多様性に関する府民の理解の増進に
関する条例」を施行するとともに、令和２
（2020）年１月からパートナー
シップ宣誓証明制度を開始しま
した。
大阪府性的マイノリティ�sogi 検 索

■性的指向や性自認に関するハラスメント
　性的指向に関するハラスメントのこと
を、それぞれの頭文字をとって「SOGI（ソ
ジ）ハラ」ということがあります。具体的に
は、①偏見に基づく差別的な発言や行動（い
じめ、嫌がらせ、暴力）　②望まない性別で
の生活の強要　③雇用差別、不当な異動や
解雇、業務内容の制限など　④アウティン
グ（第三者への暴露）などの行為です。
　声を上げられない性的少数者がいないこ
とにされ、特段の対応・対策が取られず、放
置されがちです。
　SOGIハラをなくすためには、①性的少
数者を「いない」ことにしないこと　②全て
の人が性の多様性について知る機会を確保
されていること　③差別を許さず、多様性
を肯定する姿勢を発信すること　などが重
要です。
　なお、労働施策総合推進法の改正により、
令和2（2020）年6月より従業員300人以
上の事業所において、性的指向・性自認に
関するハラスメントやアウティング対策も
含めたパワハラ対応が各職場に義務付けら
れています。（従業員300人以下の民間事業
主は2022年4月から義務付け）

性的マイノリティの尊厳と社会
運動を象徴する「レインボーフ
ラッグ」上から赤（生命）・橙（癒
し）・黄（太陽）・緑（自然）・藍

（平穏/調和）・紫（精神）の6色で、
性の多様性を表しています。

■ �対談誌� �
「自分を生きる」 ■ �啓発チラシ
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仕事に対する固定的なイメージ
　わたしたちの生活は多様な仕事や働き方
に支えられています。
　しかし、「力仕事に従事しているから」「非
正規社員だから」など、仕事の中身やその人
のことを知らないにもかかわらず、マイナ
スのイメージを持って一方的に判断をして
しまうことがあります。
　わたしたちは、一人ひとりの仕事や働き
方の違いを理解・尊重し、そこに優劣がない
ことを認識することが必要です。

雇用分野における均等な機会・
待遇の確保
　雇用をめぐっては、本人の適性と能力に
基づかない不合理な採用選考など、就職に
おける差別の問題もあります。
　国連の専門機関であるILO（国際労働機
関）は、昭和33（1958）年に、雇用や職業上
の差別待遇を受けない権利の保障を定めた
「ILO第111号条約」（雇用及び職業につい
ての差別待遇に関する条約）をつくり、各国
に雇用や職業上の機会均等の促進を求めて
います（日本はまだ批准していません。）。
　「雇用の分野における男女の均等な機会
及び待遇の確保等に関する法律」（男女雇用
機会均等法）では、「男女の両方を対象とし
た性差別」、「間接差別（※１）」が禁止されて
います。また、相談窓口をあらかじめ設置
すること等、職場におけるセクシュアル・ハ
ラスメント（後述）対策の措置（事業主が雇

用管理上講ずべき措置）を事業主に義務付
けています。
　また、「短時間労働者の雇用管理の改善等
に関する法律」（パートタイム労働法）では、
通常の労働者と同視すべきパートタイム労
働者の待遇を差別的に取り扱うことの禁止
等を定めています。
（※１）�性別以外の事由を要件とする措置であって、他の

性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当
程度の不利益を与えるものを、合理的な理由がない
ときに講ずること。

大阪府では
　国に対し「ILO第111号条約」の批准を求
めています。
　また、平成11（1999）年に大阪市と連携
し、調査業界、経済界、労働界など幅広い関
係者からなる「公正採用・調査システム検討
会議」を設置し、平成13（2001）年に「公正
採用・調査システムの確立に向けての提言」
を取りまとめました。この提言は、採用選
考は応募者の能力・適性に基づいて行うこ
とやセンシティブ情報（※１）は原則として
収集してはならないこと、採用調査は本人
同意の下で適法・適正な方法で行うことな
どを企業や調査業者に求めています。
　さらに、企業において公正な採用選考制
度の確立と人権意識を高めるため、国（大阪
労働局）と連携して「公正採用選考人権啓発
推進員」の設置を求め、併せて新たに推進員
に選任された人を対象とした新任・基礎研
修を実施しています（※２）。

　この他、労働相談センター（令和２
（2020）年４月からの名称）での労働相
談において労働問題に関するトラブルの未
然防止と解決支援を行うとともに、リーフ
レットや啓発冊子の作成・配布、セミナーの
開催等により労働関係法令の周知普及を進
めています。
（※１）�国籍、出生地、家族に関すること等、本人に責任の

ない事項や、思想及び信条、労働組合への加入状況
等、本来、自由であるべき事項などをいいます。

（※２）�詳しくは大阪府ホームページ
�http://www.pref.osaka.lg.jp/rosei/koseisaiyo/
400-suisin-kensyu.htmlを
ご覧ください。

企業の取組
　政治・経済・文化などが国境を越えて地球
規模で拡大するグローバル化が進む中、企
業の社会的責任（CSR：Corporate�Social�
Responsibility）についての考え方が確立
しています。これは、企業が社会を構成す
る一員として、従来からの経済的・法的責任
だけでなく、消費者・従業員・地域住民を含
む、広く利害関係者すべてに対して責任を
負わなければならないという考え方です。
社 会 的 責 任 に 関 す る 国 際 規 格
（ISO26000）では７つの中核主題の中に
「人権」「労働慣行」を挙げており、それに取
り組む企業も増えてきています。

仕事や働き方で判断していませんか？

職業や雇用をめぐる人権問題のこと

■労働相談の内容
28年度�11,480件 29年度�11,604件 30年度�11,163件

１ 労働契約（※１） 1,220（10.7%） 労働契約（※１） 1,179（10.2％） 労働契約（※１） 1,112（10.0％）
２ 職場のいじめ 912 （8.0%） 職場のいじめ 1,048 （9.0％） 職場のいじめ 1,067 （9.6％）
３ 解雇・退職勧奨 902 （7.9%） 解雇・退職勧奨 994 （8.6％） 退職 982 （8.8％）
４ 退職 880 （7.7%） 職場の人間関係 896 （7.7％） 職場の人間関係 848 （7.6％）
５ 職場の人間関係 784 （6.9%） 退職 850 （7.3％） 解雇・退職勧奨 847 （7.6％）
６ 労働条件―その他（※2） 611 （5.4%） 労働条件―その他（※2） 679 （5.9％） 労働条件―その他（※2） 641 （5.7％）
７ 賃金未払 595 （5.2%） 賃金未払 648 （5.6％） 有給休暇 494 （4.4％）
８ 賃金―その他（※3） 502 （4.4%） 社会保険 546 （4.7％） 賃金未払 468 （4.2％）
９ 雇用保険 468 （4.1%） 雇用保険 463 （4.0％） 社会保険 421 （3.8％）
10 社会保険 455 （4.0%） 有給休暇 384 （3.3％） 雇用保険 395 （3.5％）

(出典：「平成30年度労働相談報告・事例集」より）
(※１）労働条件の明示、労働契約内容の相違・変更(賃金カット除く）、試用期間、雇止め等(※２）制裁処分、懲戒処分、昇格・昇進、業務上の損害賠償等(※３）賞与、割増賃金、各種手当、平均賃
金、一方的な賃金カット等
平成30(2018）年度に大阪府総合労働事務所が受け付けた労働相談は、11,163件と、前年度から3.8%(441件）減少したものの、引き続き11,000件を超えましました。「セクシュアル・ハラスメント(215件）」が前年度より
52件増加、「職場のいじめ(1,067件）」が同19件増加、「職場の人間関係(848件）」が同48件減少し、これらを合わせた「職場のハラスメント・人間関係」に関する相談は2,130件となり、前年に引き続き2,000件を超えました。

■採用面接における質問で
　人権上問題があると思うこと
　�「人権問題に関する
　　府民意識調査（平成27年度）」より

※�いずれの質問も「就職差
別につながるおそれのあ
る不適切な質問」とされ
ています。（厚生労働省
HP「公正な採用選考の基
本」より）

（％）
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身近な人権のこと

ニートの状態にある若者の実態と支援策
　ニート（Not�in�Education,�Employment�or�Training）とは、就学、就労、職業訓練のいずれも行っていないことを意味する用語で、日本では、15～
34歳までの非労働力人口のうち、通学しておらず、家事を行っていない「若年無業者」を指しています。
　厚生労働省では、全国の若者支援の実績やノウハウのあるNPO法人や株式会社に委託し、「地域若者サポートステーション」（愛称：サポステ）を実
施しています。サポステでは、働くことに悩みを抱える 15歳～ 39歳までの若者に対し、キャリアコンサルタントなどによる専門的な相談、コミュニ
ケーション訓練などによるステップアップ、協力企業への職場体験などにより、就労に向けた支援を行っています。
　大阪府では、平成 25（2013）年９月より、年齢や性別、障がいの有無にかかわらず、全ての求職者に対応し、就職活動に関するきめ細かな情報の提供
や個別支援を行う「OSAKAしごとフィールド」を設置し、一人ひとりの就活ステージに合わせたサポートにより、一日も早い就職に向けた支援を実施
しています。

職場におけるハラスメント
　ハラスメントとは、他者に対する発言・行動等が本人の意図には関係なく、他者を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、
脅威を与えることを言います。特に職場で起こりやすいハラスメントとして、セクシュアルハラスメントとパワーハラスメントがあります。
また、妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱い（いわゆるマタニティハラスメント）等も、重大な問題です。

■セクシュアルハラスメント
　性的な嫌がらせのことを言い、男女雇
用機会均等法では「職場において行われ
る性的な言動に対するその雇用する労働
者の対応により当該労働者がその労働条
件につき不利益を受け、又は当該性的な
言動により当該労働者の就業環境が害さ
れること」と定義され、同性に対するもの
や、性的指向・性自認に関するものも含ま
れます。（※33ページ「性的指向や性自認
に関するハラスメント」参照）

形態
●対価型
　�職務上の地位を利用して性的な関係を強要
し、それを拒否した人に対し減給、降格な
どの不利益を負わせる行為

・�性的な関係を要求したが拒否されたので解
雇する

・人事考課などを条件に性的な関係を求める
・�職場内での性的な発言に対し抗議した者を
配置転換する　など

●環境型
　�性的な関係は要求しないものの、職場での
性的な言動により働く人たちを不快にさせ、
職場環境を損なう行為

・しばしば性的なことを話題にする
・恋愛経験を執ように尋ねる
・性的な話題を内容とするメールを送る　など

■パワーハラスメント
　同じ職場で働く者に対して、職務上の
地位や人間関係などの職場内の優位性を
背景に、業務の適正な範囲を超えて精神
的・身体的苦痛を与える、又は職場環境
を悪化させる行為を言います。パワーハ
ラスメントは労働者の尊厳や人格を傷つ
ける許されない行為であるとともに、職
場環境を悪化させるものです。また、こう
した問題を放置すれば、仕事への意欲や
自信を失い、時には、心身の健康や命すら
危険にさらされる場合があります。

形態
●身体的な攻撃� ●精神的な攻撃� ●人間関係からの切り離し
　（例）暴行・傷害� 　（例）脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言� 　（例）隔離・仲間外し・無視
●過大な要求
　（例）業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
●過小な要求
　（例）�業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない
●個の侵害
　（例）私的なことに過度に立ち入る

■いわゆるマタニティハラスメント
　職場において行われる上司・同僚から
の言動（妊娠・出産したこと、育児休業
等の利用に関する言動）により、妊娠・
出産した女性労働者や育児休業等を申
出・取得した男女労働者等の就業環境が
害されることです。

形態
●制度等の利用への嫌がらせ型
　・解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの
　　（例）産前休業の取得を相談したところ、退職を勧められた
　・制度等の利用の請求又は制度等の利用を阻害するもの
　　（例）育児休業の取得を相談したところ、男性であることを理由に拒否された。
　・制度等を利用したことにより嫌がらせ等をするもの
　　（例）所定外労働の制限をしていることを理由に、仕事をさせてもらえない。
●状態（妊娠した、出産した、つわり等による労働能率の低下等）への嫌がらせ型
　・解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの
　・妊娠等したことにより嫌がらせ等をするもの
　　（例）妊娠を報告したところ、早めの退職を勧められたり、仕事を任せてもらえなくなった。
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身近な人権のこと

ホームレスの状況
　定まった住居を失い、公園や河川、道路な
どを起居の場所として日常生活を営んでい
るホームレスは、近時減少傾向にありつつ
も、多数存在しており、平成31（2019）年1
月に国が実施した「ホームレスの実態に関
する全国調査（以下「全国調査」という。）」
（概数調査）では、全国で4,555人（うち大阪
府1,064人）となっています。
　ホームレスは、低栄養や、不衛生、厳しい
夏の暑さ、冬の寒さなど、劣悪な環境にあ
り、時には生命の危険と向かい合うことも
あります。加えて嫌がらせや集団暴行の対
象になり、不幸にも生命を落とすという事
件も起こっています。
　路上（野宿）生活に至る原因は、人によっ
てさまざまです。日雇労働に長年就いてき
た人たちの高齢化や会社の倒産等による失
業・仕事の減少など、経済的な原因によるも
のが多数を占めますが、健康上の問題や家
庭内の問題、借金の問題など、複数の原因が
複雑にからみ合っているケースも少なくあ
りません。
　ホームレスの多くは、アルミ缶や家電製
品等の廃品を収集して得た収入で生活して
います。「今の路上（野宿）生活のままでい
い」という人もいますが、「アパートに住み、
就職して自活したい」と望んでいる人も少
なくありません。

しかし、民間賃貸住宅を借りる場合や就職
面接等において、ホームレスというだけで
契約や採用に至らない場合があります。こ
の問題は、人間の尊厳に関わる人権問題で
あり、誰もが無関心のままですまされるこ
とではありません。

ホームレスの自立の支援等に 
関する特別措置法と基本方針
　平成14（2002）年に「ホームレスの自立
の支援等に関する特別措置法（以下「法」と
いう。）」が施行されました。国は法に基づい
て、就業の機会の確保や、安定した居住の場
所の確保、保健及び医療の確保、生活に関す
る相談及び指導に関する基本的事項などに
ついて、全国調査で明らかになったホーム
レスの実態を反映した施策を示す「ホーム
レスの自立の支援等に関する基本方針(以
下「基本方針」という。)」を策定しています。
平成27（2015）年の基本方針には、福祉の
観点から実施しているホームレス自立支援
事業等について生活困窮者自立支援法に基
づく事業として実施すること等が新たに示
されました。また、平成30（2018）年の基本
方針には、ホームレスの高齢化長期化に対
応し、35歳以下や65歳以上等年代別に抱
える課題に対応した支援も必要である等が
示されました。

大阪府では
　平成16（2004）年４月からおよそ５年毎
に、法に基づき、基本方針を指針として、「大
阪府ホームレスの自立の支援等に関する実
施計画（以下「実施計画」という。）」を策定
し、市町村等と連携協力して、個々のホーム
レスの状況に応じた総合的な自立の支援に
取り組んできました。
　現在は、平成31（2019）年３月に策定し
た４期目となる実施計画（計画期間：平成
31年４月１日から令和６年３月31日）に
基づき、ホームレス巡回相談指導事業と路
上（野宿）生活からの脱却に向けた既存施策
(生活保護や生活困窮者自立支援法に基づ
く自立相談支援事業など)の十分な活用を
柱に、国、市町村その他関係機関と連携し、
総合的かつ計画的にホームレス対策を実施
しています。
　また、府、大阪市や民間団体が一体となっ
て運営する「大阪ホームレス就業支援セン
ター」への支援を通し、住居がなく失業中の
方などの就労による自立に向け、民間等か
らの仕事の開拓や提供等の就業支援を行っ
ています。

関心を持ってほしい…

ホームレスの人権のこと

■都道府県別ホームレス数
平成31年調査 平成30年調査 増　減

大 阪 府 1,064人 1,110人 ▲ �46人
東 京 都 1,126人 1,242人 ▲116人
神奈川県 899人 934人 ▲ �35人
福 岡 県 250人 252人 ▲　２人
愛 知 県 180人 245人 ▲ �65人

〈ホームレスの実態に関する全国調査（概数調査）結果　平成31年１月（厚生労働省）（抜粋）〉

●住宅喪失不安定就労者等の実態と支援策
　「住居喪失を理由としてインターネットカフェや漫画喫茶、
サウナ等昼夜滞在可能な店舗で寝泊まりする人 （々以下「住
居喪失者」という。）」の中には、「派遣労働者や契約社員、パー
ト・アルバイトなどの不安定就労に従事する人 (々以下「住宅
喪失不安定就労者」という。）」がいます。
　平成19年度の厚生労働省の調査では、全国で住居喪失者
は約5,400人と推計されています。
　また、平成28年度の東京都の調査では、住居喪失者は都
内で約4,000人、うち住宅喪失不安定就労者は約3,000人と
推計されています。調査対象住居喪失者の年齢は30～39歳
が最も多く（全体の38.6%）、１ヶ月の平均収入は11.4万円で
す。また、住居確保の問題として、「入居に必要な初期費用（敷
金等）」を挙げる人が最も多く（62.8％）、次いで「家賃を払い
続けるための安定収入がない（33.3%）など、収入があっても
不安定で、かつ貯蓄にまわす余裕がないため、住居を確保で
きない実態が明らかになっています。
　これらの人々は、公園、河川敷、道路、駅舎等を生活の拠点
とするホームレスとは異なりますが、不安定な居住状態であ
ることから、ホームレスとなることを余儀なくされるおそれ
のある人々と考えることができます。　全国の福祉事務所設
置自治体では、生活困窮者自立支援法に基づき、住宅喪失不
安定就労者のみならず、現に経済的に困窮し、最低限度の生
活を維持することができなくなるおそれがある人々全般を
対象とした自立相談支援機関を設置し、生活全般にわたる困
りごとに対する相談を受け付けています。

■ホームレスの今後の生活の希望

厚生労働省「ホームレスの実態に関する全国調査」
（平成28（2016）年10月）の生活実態調査より

アパートに住み、就職して自活したい
アパートで福祉の支援を受けながら、
軽い仕事をみつけたい
今のままでいい

その他

36



身近な人権のこと

　「身近な人権のこと」と題して、私たちを
取り巻く人権問題をこれまで取り上げてき
ましたが、他にもさまざまな人権問題が存
在しています。例えば、
●�アイヌの人々に対する理解が十分でない
ため、就職や結婚等において偏見や差別
が依然として存在しています。

●�人身取引（トラフィッキング）は重大な犯
罪であり、基本的人権を侵害する深刻な
問題です。性的搾取等を目的とした事案
が発生しています。

●�大規模な災害は多くの人命、生活基盤や
働く場を奪い、被災者は突如として大き
な困難に直面します。情報不足やデマな
どによる人権侵害が生じることがあるほ
か、被災者はその後の避難生活でも多く
の困難に直面します。

●�刑を終えて出所した人や家族に対する偏
見や差別は根強く、定職に就くことや住居�
を確保することが困難な状況にあります。

●�生まれつきのアザ、事故・病気によるキ
ズやヤケド、脱毛などの「見た目（外見）」

の症状がある人たちが学校でいじめられ
たり、就職や結婚で差別されたりすると
いった問題があります。

　�わたしたちは、毎日多くの人と接しなが
ら生活していますが、会話の中の何気な
い一言で、無意識に誰かを傷つけている
かも知れません。人権を「自分の問題」と
して見つめ直し、一人ひとりの人権が尊重
される社会を共に築いていきましょう。

さまざまな人権問題

人権 カ レ ン ダ ー
月 ■月間●週間★記念日

４ ▪�AV出演強要・「JKビジネス」等被害防止月間 ⃝�２～８日 発達障がい啓発週間 ★�２日 世界自閉症啓発デー

５ ⃝�１～７日
⃝�５～11日

憲法週間
児童福祉週間

★�３日
★�５日

憲法記念日
こどもの日

６
▪�外国人労働者問題啓発月間
▪�男女雇用機会均等月間
▪�就職差別撤廃月間

⃝�１～７日
⃝�未定
⃝�未定
⃝�23～29日

HIV検査普及週間
ハンセン病を正しく理解する週間
全国一斉「子どもの人権110番」強化週間
男女共同参画週間

★�１日
★�22日

人権擁護委員の日
らい予防法による被害者の
名誉回復及び追悼の日

７
▪�青少年の非行・被害防止全国強調月間
▪「社会を明るくする運動」強調月間
▪�再犯防止啓発月間

★�１日 更生保護の日

８

９
▪�高齢者保健福祉月間
▪�障がい者雇用支援月間
▪�発達障がい者福祉月間

⃝�未定

⃝�10～16日

全国一斉「高齢者・障がい者の人権あんし
ん相談」強化週間
�自殺予防週間

★�８日
★�10日

国際識字デー
世界自殺予防デー

10
▪�部落差別調査等規制等条例啓発推進月間
▪�里親月間
▪�高年齢者雇用支援月間

★�１日 国際高齢者デー

11
▪�児童虐待防止推進月間
▪�精神保健福祉月間
▪�子ども・若者育成支援強調月間

⃝�12～25日
⃝�未定

⃝�25～12月1日

女性に対する暴力をなくす運動
全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間
犯罪被害者週間

★�25日 女性に対する暴力撤廃国際日

12
⃝�３～９日
⃝�４～10日
⃝�10～16日

障がい者週間
人権週間
北朝鮮人権侵害問題啓発週間

★�１日
★�３日
★�10日

世界エイズデー
国際障がい者デー
人権デー

１
２

３
▪�自殺対策強化月間 ★�８日

★�21日
国際女性デー
国際人種差別撤廃デー
世界ダウン症の日
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人権に関する相談

人権に関する相談
　人権のことで心が傷ついたときには、「誰にも言えずに
つらい」「どこに相談したらよいかわからない」「相談を聞
いてもらってアドバイスがほしい」など、一人で悩むので
はなく、身近なところで相談できることが何よりも大切
です。
　暮らしの中で起こるさまざまな人権問題に関して、市
町村では相談窓口を開設しています。
　相談窓口の相談員は、状況の理解に努め、相談内容を解
きほぐしながら、相談者の立場に立って事案に応じた適
切な助言や情報提供を行っています。また、府内の自治
体、公益法人、民間非営利団体(NPO) などの相談機関が
連携協力する「人権相談機関ネットワーク」の中から事案
に応じた適切な機関を紹介したり取り次ぐなど、連携し
て取り組んでいます。

大阪府では
　専門の相談員による「大阪府人権相談窓口」を開設する
ほか、市町村が実施する相談事業を推進するため、交付金
による支援をしています。また、市町村に対する助言・支
援や相談員の養成を行っています。さらに、「人権相談機
関ネットワーク」を運営するとともに、相談内容を集約
し、ホームページなどで情報提供しています。

人権擁護士
　近年、人権に関する相談は、さまざまな課題が絡み合っ
て、複雑・多様化しています。大阪府では、府民の人権問題 
を早期に解決に結びつけるとともに、人権侵害を未然に
防止する役割を担う人材として、「人権擁護士」を平成19

（2007）年度から養成しています。人権擁護士は、市町村
や民間事業所等において、相談事案を分析して適切な専
門相談機関につなげたり、相談員のサポートや心のケア
を行ったりするなどの業務を担います。
大阪府人権擁護士 検 索

一人で悩まないで…

国（法務省）の人権相談窓口

全国の法務局・地方法務局における面接又は電話による相談です。

みんなの人権110番（全国共通人権相談ダイヤル）
電話番号　０５７０-００３-１１０

受付時間　平日午前８時30分から午後５時15分まで

・ 電話は、おかけになった場所の最寄りの法務局・地方法務局につなが
ります。発信した地域によっては、その地域を管轄しない法務局・地
方法務局で電話を受ける場合があります。一部のIP電話等からは利用
できない場合があります。
・ 相談は、法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。
・ 法務局・地方法務局では、窓口において面接による相談も受け付けて
います。
・インターネットによる人権相談も受け付けています。

みんなの人権110番 検 索

大阪府人権相談窓口

大阪府が一般財団法人大阪府人権協会に委託し実施しています。

電話 ０６-６５８１-８６３４
面談 上記電話番号でご予約ください。
メール so-dan@jinken-osaka.jp
手紙 〒552-0001 大阪市港区波除４-１-37 HRCビル8階

ファックス 06-6581-8614
■開設時間
　平日相談：月曜日から金曜日 ９時30分～17時30分
　夜間相談：火曜日　　　　　 17時30分～20時00分
　休日相談：毎月第４日曜日　 ９時30分～17時30分
　※平日・夜間相談は祝日、年末年始（12月29日から1月3日）を除く。

大阪府人権相談窓口 検 索
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人権に関する相談

市町村人権相談窓口

機関名 電話番号 開設日・時間

大阪市 人権啓発・相談センター 06-6532-7830
月～金　９時から21時
日祝　　９時から17時30分

堺市

人権相談ダイヤル
（人権推進課） 072-228-7364

月～金　９時から12時
　　　　13時から17時
（受付終了16時30分
　祝日・年末年始を除く）
LGBTなど多様な性に関す
る相談も受付

人権ふれあいセンター 072-245-2530
火、木、金、土 ９時から17時30分
　水　　　  ９時から20時
（祝日・年末年始を除く）

《豊能》
機関名 電話番号 開設日・時間

豊中市 一般財団法人とよなか人権文化
まちづくり協会 06-6841-2315

月・水・金（祝日除く）
9時から12時、13時から17時

池田市
人権・文化国際課 072-754-6231

月～金
８時45分から17時15分

池田市人権協会
（池田市人権文化交流センター） 072-752-8226

月～金
９時から17時

箕面市

人権施策室 072-724-6720
月～金
８時45分から17時15分

萱野中央人権文化センター 072-722-7400
火～日　９時から17時
※祝日も相談可

桜ヶ丘人権文化センター 072-721-4800
火～日　９時から17時
※祝日も相談可

豊能町 住民人権課 072-739-3402
月～金
９時から17時30分

能勢町 総務課 072-734-0001
月～金
８時30分から17時

《三島》
機関名 電話番号 開設日・時間

吹田市
人権政策室 06-6384-1513

月～金
９時から17時30分

交流活動館 06-6388-5504
月～金
9時から17時30分（祝日除く）

高槻市 人権・男女共同参画課
人権110番（専用電話）

072-674-7575
072-674-7110

月～金
８時45分から17時15分

茨木市 人権・男女共生課 072-622-6613
月～金
９時から17時

摂津市 人権協会 06-6383-1011
月～金
10時から16時

島本町 人権文化センター 075-962-4402
月～金
９時から17時30分

《北河内》
機関名 電話番号 開設日・時間

守口市 人権室 06-6992-1512
月、水、金９時から12時木13時から16時
※電話相談 第２・４（金）17時から20時

枚方市 特定非営利活動法人
枚方人権まちづくり協会 072-844-8788

月～金 ９時から17時30分
（第２水曜・第４木曜は12時
45分から17時30分まで）

寝屋川市 人権文化課 072-824-1181
月～金
９時から17時30分

大東市

人権室 072-870-9063
月～金
９時から17時30分

特定非営利活動法人
ほうじょう 072-876-2560

月、水、木 ９時から17時30分
火、金　　９時から20時30分

特定非営利活動法人
大東野崎人権協会 072-879-8810

月～金　９時から18時
第1・3土曜日 10時から18時

門真市 人権市民相談課 06-6902-6079
月～金
９時30分から17時30分

四條畷市 四條畷市人権協会 072-803-7355
月～金10時から16時
毎月第１水曜日は田原支所でも相談
※夜間電話相談 月 17時から21時

交野市 人権と暮らしの相談課 072-817-0997 月、水、金　13時から15時

《中河内》
機関名 電話番号 開設日・時間

八尾市 人権政策課 072-924-9863
月～金
８時45分から17時15分

柏原市 人権推進課 072-972-6100
月～金
９時から17時

東大阪市
荒本人権文化センター 06-6788-7424

月～金
９時から17時

長瀬人権文化センター 06-6720-1701
月～金
９時から17時

《南河内》
機関名 電話番号 開設日・時間

富田林市 人権政策課 0721-25-1000
月～金
９時から17時30分

河内長野市 人権推進課 0721-53-1111
月～金
９時から17時30分

松原市
人権交流室 072-337-3101

月～金
９時から17時30分

人権交流センター 072-332-5705
月～金
９時から17時30分

羽曳野市 人権推進課 072-958-1111
月～金
９時から17時30分

藤井寺市 協働人権課 072-939-1059
月～金
９時から17時30分

大阪狭山市 市民生活部市民相談・　
人権啓発グループ 072-366-0011

月～金
９時から17時30分

太子町 住民人権課 0721-98-5515
月～金
９時から17時

河南町 人権男女共同社会室 0721-93-2500
月～金
９時から17時

千早赤阪村 住民課 0721-72-0081
月～金
９時から17時

《泉北》
機関名 電話番号 開設日・時間

泉大津市 人権くらしの相談課 0725-33-1131
月～金
９時から17時

和泉市 人権・男女参画室 0725-99-8115
第１、３（月）
13時30分から15時30分

高石市 人権推進課 072-275-6279
月～金
９時から17時30分

忠岡町 人権広報課 0725-22-1122
月～金
９時から17時30分

《泉南》
機関名 電話番号 開設日・時間

岸和田市 人権・男女共同参画課 072-423-9562
月～金
９時から17時

貝塚市 人権政策課 072-433-7160
月～金
９時から17時

泉佐野市 人権推進課 072-463-1212
月～金
８時45分から17時15分

泉南市
人権推進課 072-480-2855

月～金
９時から17時30分

一般社団法人
泉南市人権協会 072-485-1401

月～金
９時から17時30分

阪南市 人権推進課 072-471-5678
月～金
８時45分から17時15分

熊取町 人権・女性活躍推進課 072-452-1004
月～金
９時から17時30分

田尻町 企画人権課 072-466-5019
月～金
９時から17時

岬町

人権推進課 072-492-2773
月～金
９時から17時30分

岬町人権協会
（多奈川事務所） 072-492-3270

月・火・木
９時から16時

岬町人権協会
（淡輪事務所） 072-494-1508

水・金
９時から16時

ご意見・ご感想をおよせください。
本冊子をより良いものにしていくため、
みなさまからのご意見・ご感想をお待ちしています。
本冊子に添付している用紙のほか、
大阪府ホームページからもお寄せいただけます。
ぜひ、ご協力いただきますようお願いいたします。

ゆまにてそうぞう　アンケート 検 索

大阪府広報担当副知事　もずやん
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人 権 教 育・ 啓 発 の た め の 施 設 で す。 ご 利 用 く だ さ い。

豊かな人間性や幅広い社会性の醸成を図る人権などさまざまな資料の展示
や、気づきや発見を促す体験の場の提供を通して、豊かな人権感覚を育み、人
間性豊かな文化の発展に貢献することを目的としています。

大阪市浪速区浪速西3-6-36
（06）6561-5891

リバティおおさか 検 索

男女共同参画社会の実現と青少年の健全な育成に資することを目的とした施
設です。「女性」をキーワードにした広範な情報の提供、啓発学習のための講座
等の開催、女性の悩みや問題に関する相談などの事業を実施している他、ホー
ル、会議室等を提供しています。

大阪市中央区大手前1-3-49
（06）6910-8500

ドーンセンター 検 索

大阪府立男女共同参画・青少年センター

人権教育をはじめとするさまざまな視聴覚教材（16mmフィルム・ビデオ・
DVD等）を配置し、学校や企業などの団体に貸出しを行っています。

東大阪市荒本北1-2-1
（06）6745-0170（代表）

大阪府視聴覚ライブラリー 検 索

大阪府視聴覚ライブラリー
（大阪府立中央図書館内）

国際的な人権情報の収集・発信、調査・研究、研修・啓発、広報・出版、相談・情
報サービス機能などを通じて、アジア・太平洋地域の人権の確立・伸長に貢献
するとともに、国際化時代にふさわしい人権感覚を醸成することを目的とし
ています。

大阪市西区西本町 1-7-7-8F
（06）6543-7002

ヒューライツ大阪 検 索

大阪空襲の犠牲者を追悼し平和を祈念するとともに、大阪空襲を中心とした
情報・資料の収集・保存・展示等を通じて、戦争の悲惨さと平和の尊さを次の世
代に伝え、平和を願う豊かな心を育むことを目的としています。

大阪市中央区大阪城 2-1
（06）6947-7208

ピースおおさか 検 索

大阪国際平和センター

リサイクル適性Ａ
この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。
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TEL（06）6210‒9281　FAX（06）6210‒9286
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